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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ページング方法であって、
　モビリティ管理ネットワーク要素により、第3世代パートナーシッププロジェクト（3GP
P）ネットワーク側でアイドル状態にあるユーザ機器（UE）が非3GPPネットワークにアク
セスしており、前記3GPPネットワーク側から前記UEにデータを配信するためには、前記非
3GPPネットワークから前記UEに通知する必要があることを決定するステップであって、前
記3GPPネットワークに対するアタッチ手順および前記非3GPPネットワークに対するアタッ
チ手順が前記UEによって完了されている、ステップと、
　前記モビリティ管理ネットワーク要素により、非3GPPネットワークアクセスゲートウェ
イを使用することによって、前記3GPPネットワークのアクセス識別子を含む第2のダウン
リンクデータ通知メッセージを前記UEに送信するステップと、
　ページング時間の終了後、前記UEからのサービス要求メッセージを受信していない場合
に、前記モビリティ管理ネットワーク要素により、再び前記UEにページングするステップ
であって、前記ページング時間が、ページングタイマによって計算され、前記ページング
タイマは、前記ページング方法がトリガされた後に開始される、ステップと
　を含み、
　前記モビリティ管理ネットワーク要素により、再び前記UEにページングする前記ステッ
プが、
　前記モビリティ管理ネットワーク要素により、前記UEの位置登録エリア内のすべての基
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地局にページングメッセージを送信するステップ
　を含む、方法。
【請求項２】
　前記モビリティ管理ネットワーク要素により、前記3GPPネットワークの前記アクセス識
別子に対応する前記3GPPネットワーク側で前記UEからのサービス要求メッセージを受信す
るステップ
　をさらに含む、請求項1に記載の方法。
【請求項３】
　前記3GPPネットワークの前記アクセス識別子が、アクセスされた3GPPネットワークのタ
イプを前記UEに示すために使用される、請求項1または2に記載の方法。
【請求項４】
　前記3GPPネットワークの前記アクセス識別子が、無線アクセス技術（RAT）タイプを含
む、請求項3に記載の方法。
【請求項５】
　前記モビリティ管理ネットワーク要素により、前記UEの識別子を含む第1のダウンリン
クデータ通知メッセージを受信するステップ
　をさらに含む、請求項1から4のいずれか一項に記載の方法。
【請求項６】
　ページング方法を実行するモビリティ管理ネットワーク要素内の装置であって、
　第3世代パートナーシッププロジェクト（3GPP）ネットワーク側でアイドル状態にある
ユーザ機器（UE）が非3GPPネットワークにアクセスしており、前記3GPPネットワーク側か
ら前記UEにデータを配信するためには、前記非3GPPネットワークから前記UEに通知する必
要があることを決定するための手段であって、前記3GPPネットワークに対するアタッチ手
順および前記非3GPPネットワークに対するアタッチ手順が前記UEによって完了されている
、手段と、
　非3GPPネットワークアクセスゲートウェイを使用することによって、前記3GPPネットワ
ークのアクセス識別子を含む第2のダウンリンクデータ通知メッセージを前記UEに送信す
るための手段と、
　ページング時間の終了後、前記UEからのサービス要求メッセージを受信していない場合
に、再び前記UEにページングするための手段であって、前記ページング時間が、ページン
グタイマによって計算され、前記ページングタイマは、前記ページング方法がトリガされ
た後に開始される、手段と
　を備え、
　再び前記UEにページングするための前記手段が、
　前記UEの位置登録エリア内のすべての基地局にページングメッセージを送信する
　ようにさらに構成される、装置。
【請求項７】
　前記3GPPネットワークの前記アクセス識別子に対応する前記3GPPネットワーク側で前記
UEからのサービス要求メッセージを受信するための手段
　をさらに備える、請求項6に記載の装置。
【請求項８】
　前記3GPPネットワークの前記アクセス識別子が、アクセスされた3GPPネットワークのタ
イプを前記UEに示すために使用される、請求項6または7に記載の装置。
【請求項９】
　前記3GPPネットワークの前記アクセス識別子が、無線アクセス技術（RAT）タイプを含
む、請求項8に記載の装置。
【請求項１０】
　前記UEの識別子を含む第1のダウンリンクデータ通知メッセージを受信するための手段
　をさらに備える、請求項6から9のいずれか一項に記載の装置。
【請求項１１】
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　請求項6から10のいずれか一項に記載の装置を備えるモビリティ管理ネットワーク要素
。
【請求項１２】
　ユーザ機器（UE）と、
　請求項11に記載のモビリティ管理ネットワーク要素と
　を含む通信システム。
【請求項１３】
　請求項1から5のいずれか一項に記載の方法をプロセッサに実行させるコンピュータ実行
可能な命令を含むコンピュータプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は通信の分野に関し、詳細には、ページングの方法、デバイス、およびシステム
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ワイヤレスブロードバンド技術の課題に向き合い、第3世代パートナーシッププロジェ
クトの優位性を保持するために、モバイル通信ネットワークのためのロングタームエボリ
ューション（long term evolution、LTE）計画が2004年の終わりに策定された。LTE計画
の主導の下、新しいモバイル通信ネットワークアーキテクチャが定義された。このアーキ
テクチャはより平坦であり、パケット交換（packet switching、PS）領域のみが保持され
る。したがって、このアーキテクチャは、発展型第3世代パートナーシッププロジェクト
（3rd generation partnership project、3GPP）パケット交換領域（evolved 3GPP packe
t switched domain）と呼ばれる場合があるか、または発展型パケットシステム（evolved
 packet system、EPS）と呼ばれる場合がある。
【０００３】
　新しい3GPP発展型パケットコアネットワーク（evolved packet core network、EPC）は
、3GPPアクセス技術および非3GPP（Non-3GPP）アクセス技術の両方をサポートする。非3G
PPアクセスEPCのネットワークアーキテクチャは、ユーザコンテキスト管理およびモビリ
ティ状態管理を含む制御プレーン上のモビリティ管理、ユーザ一時識別情報の割振りなど
に関与するように構成された、モビリティ管理エンティティ（mobility management enti
ty、MME）を含む。サービング汎用パケット無線サービスサポートノード（service GPRS 
support node、SGSN）は、汎用パケット無線サービス技術（general packet radio servi
ce、GPRS）またはユニバーサルモバイルテレコミュニケーションシステム（universal mo
bile telecommunications system、UMTS）ネットワークにおいて、ルート転送、モビリテ
ィ管理、セッション管理、および加入者情報記憶などの機能を実装するように構成される
。ホーム加入者サーバ（home subscriber server、HSS）は、ユーザ加入データを記憶す
るように構成される。パケットデータゲートウェイ（packet data network gateway、PGW
）は、3GPPアクセスネットワークと非3GPPアクセスネットワークとの間のユーザプレーン
アンカであり、外部パケットデータネットワーク（packet data network、PDN）のインタ
ーフェースを終端させる。サービングゲートウェイ（serving gateway、SGW）は、3GPPア
クセスネットワーク間のユーザプレーンアンカであり、発展型UMTS地上波無線アクセスネ
ットワーク（evolved UMTS terrestrial radio access network、E-UTRAN）のインターフ
ェースを終端させる。信頼できるワイヤレスアクセスネットワーク（trusted wireless a
ccess network、TWAN）は、信頼できるアクセスネットワーク、たとえば、非3GPP団体に
よって定義されたワイヤレスローカルエリアネットワーク（wireless local area access
、WLAN）、マイクロ波接続用世界規模相互運用（worldwide interoperability for micro
wave access、WiMax）、および符号分割多元接続（code division multiple access、CDM
A）ネットワークである。ポリシーおよび課金ルール機能ユニット（policy and charging
 rules function、PCRF）は、使用可能なポリシーおよび課金制御判断を選択および提供
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するように構成される。発展型パケットデータゲートウェイ（evolved packet data gate
way、ePDG）は、主として、PGWにユーザ機器（user equipment、UE）を接続するように構
成される。3GPP認証、認可、および会計サーバ（3GPP authentication, authorization, 
and accounting Server、3GPP AAA Server）は、UE上でアクセス認証、認可、および課金
の機能を実施するように構成される。
【０００４】
　UEが3GPP側に接続された後、ネットワーク側は、追跡エリア識別情報リスト（tracking
 area identity list、TAI list）を使用することによって追跡エリアリストを示し、UE
に割り振られる位置エリアの範囲にとして追跡エリアリストを使用する。UEがTAIリスト
上にあるとき、ネットワーク側は位置更新を実施するように命令される必要がない。した
がって、UEがアイドル状態に入った後、ネットワーク側がUEにページングする必要がある
場合、UEは、TAIリストによって示された範囲内のみでページングされる必要がある。
【０００５】
　従来技術において、UEがLTEにのみ登録されている例が使用される。PGWは、ダウンリン
クの第1のデータパケットを受信し、ダウンリンクデータトンネルを使用することにより
、SGWにダウンリンクの第1のデータパケットを送信する。SGWは、SGWが発展型基地局（ev
olved node B、eNB）に第1のデータパケットを送信し続けることができるかどうかを判定
する。PDNに接続されたダウンリンクデータトンネルがSGW上に存在する場合、SGWはeNBに
第1のデータパケットを送信し続ける。PDNに接続されたダウンリンクデータトンネルがSG
W上に存在しない場合、SGWは、モビリティ管理ネットワーク要素またはSGSNにダウンリン
クデータメッセージ通知を送信する。
【０００６】
　モビリティ管理ネットワーク要素またはSGSNは、UEが登録されたTAIリストに従って、
エリア内のすべてのeNBにページングメッセージを送信する。ページングメッセージは、U
Eの識別子、TAIパラメータなどを搬送する。eNBは、UEにページングメッセージを送信し
続ける。ページングメッセージを受信した後、UEはサービス要求手順を開始する。ここで
、ネットワーク側は、ネットワーク側とUEとの間の接続が復元された後、ページングを停
止する。
【０００７】
　しかしながら、従来技術では、UEにページングするとき、ネットワーク側は、UEの登録
エリア内部のすべての基地局に通知する必要があり、すなわち、登録エリア内のすべての
eNBにページングメッセージを送信する。UEの登録エリアが比較的大きい範囲を有すると
き、送信される必要があるページングメッセージの数は増大し、その結果、インターフェ
ースリソースが占有される。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の実施形態は、ページングシグナリングを効率的に低減し、エアインターフェー
スリソースを節約するために、ページング方法ならびに関連するデバイスおよびシステム
を提供する。
【０００９】
　これに鑑みて、本発明の第1の態様は、ページング方法を提供し、方法は、
　モビリティ管理ネットワーク要素により、非第3世代パートナーシッププロジェクト3GP
Pネットワーク内のユーザ機器UEの位置情報を取得するステップであって、UEが非3GPPネ
ットワークにすでにアクセスしているUEである、ステップと、
　モビリティ管理ネットワーク要素により、ダウンリンクデータ通知メッセージを受信す
るステップであって、ダウンリンクデータ通知メッセージがUEの識別子を搬送する、ステ
ップと、
　モビリティ管理ネットワーク要素により、非3GPPネットワーク内のUEの位置情報に従っ
てUEにページングするステップと
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　を含む。
【００１０】
　本発明の実施形態の第1の態様を参照して、第1の可能な実装形態では、モビリティ管理
ネットワーク要素により、非3GPPネットワーク内のUEの位置情報に従ってUEにページング
するステップは、
　モビリティ管理ネットワーク要素により、非3GPPネットワーク内のUEの位置情報に従っ
て対象基地局を決定し、対象基地局に第1のページングメッセージを送信するステップ
　を含む。
【００１１】
　本発明の実施形態の第1の態様の第1の可能な実装形態を参照して、第2の可能な実装形
態では、モビリティ管理ネットワーク要素により、非3GPPネットワーク内のUEの位置情報
に従って対象基地局を決定するステップは、
　モビリティ管理ネットワーク要素により、対象基地局と非3GPPネットワーク内のUEの位
置情報との間の対応関係に従って、対象基地局を決定するステップ
　を含む。
【００１２】
　本発明の実施形態の第1の態様の第1の可能な実装形態を参照して、第3の可能な実装形
態では、モビリティ管理ネットワーク要素により、非3GPPネットワーク内のUEの位置情報
に従って対象基地局を決定するステップは、
　モビリティ管理ネットワーク要素により、非3GPPネットワーク内のUEの位置情報に従っ
て、3GPPネットワーク内のUEの位置情報を決定するステップと、
　モビリティ管理ネットワーク要素により、基地局と3GPPネットワーク内のUEの位置情報
との間の対応関係に従って、対象基地局を決定するステップと
　を含む。
【００１３】
　本発明の実施形態の第1の態様または第1の態様の第1から第3の可能な実装形態のうちの
いずれか1つを参照して、第4の可能な実装形態では、モビリティ管理ネットワーク要素に
より、ダウンリンクデータ通知メッセージを受信するステップの後に、方法は、
　モビリティ管理ネットワーク要素により、非3GPPアクセスゲートウェイを使用すること
によってUEに3GPPネットワークのアクセス識別子を送信するステップであって、3GPPネッ
トワークのアクセス識別子が、アクセスされた3GPPネットワークのタイプをUEに示すため
に使用される、ステップ
　をさらに含む。
【００１４】
　本発明の実施形態の第1の態様の第4の可能な実装形態を参照して、第5の可能な実装形
態では、3GPPネットワークのアクセス識別子は、無線アクセス技術RATタイプを含む。
【００１５】
　本発明の実施形態の第1の態様の第4の可能な実装形態を参照して、第6の可能な実装形
態では、3GPPネットワークのアクセス識別子は、アクセスポイント名称APN情報である。
【００１６】
　本発明の実施形態の第1の態様の第6の可能な実装形態を参照して、第7の可能な実装形
態では、モビリティ管理ネットワーク要素により、非3GPPアクセスゲートウェイを使用す
ることによってUEに3GPPネットワークのアクセス識別子を送信するステップは、
　モビリティ管理ネットワーク要素により、非3GPPアクセスゲートウェイのソケットsock
etインターフェースを使用することによってUEのソケットインターフェースに、APN情報
を搬送するダウンリンクデータ通知メッセージを送信するステップ
　を含む。
【００１７】
　本発明の実施形態の第1の態様または第1の態様の第1から第7の可能な実装形態のうちの
いずれか1つを参照して、第8の可能な実装形態では、モビリティ管理ネットワーク要素に
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より、非3GPPネットワーク内のUEの位置情報に従ってUEにページングするステップは、
　モビリティ管理ネットワーク要素により、基地局に第2のページングメッセージを送信
するステップであって、第2のページングメッセージが、非3GPPネットワーク内のUEの位
置情報を搬送し、非3GPPネットワーク内のUEの位置情報が、非3GPPネットワーク内のUEの
位置情報に従ってUEに第1のページングメッセージを送信するように決定するために、基
地局によって使用される、ステップ
　を含む。
【００１８】
　本発明の第2の態様は、ページング方法を提供し、方法は、
　基地局により、モビリティ管理ネットワーク要素によって送信された第1のページング
メッセージを受信するステップであって、第1のページングメッセージが、非第3世代パー
トナーシッププロジェクト3GPPネットワーク内のユーザ機器UEの位置情報を搬送する、ス
テップと、
　基地局により、非3GPPネットワーク内のUEの位置情報に従って、UEがページングされる
必要があると判断し、基地局により、UEに第2のページングメッセージを送信するステッ
プと
　を含む。
【００１９】
　本発明の実施形態の第2の態様を参照して、第1の可能な実装形態では、基地局が、非3G
PPネットワーク内のUEの位置情報に従ってUEにページングするように決定するとき、基地
局により、UEに第2のページングメッセージを送信するステップは、
　基地局により、第1のページングメッセージで搬送された非3GPPネットワーク内のUEの
位置情報に従って、ページング範囲を決定するステップと、
　基地局により、ページング範囲内で第2のページングメッセージを送信するステップと
　を含む。
【００２０】
　本発明の第3の態様は、ページング方法を提供し、方法は、
　ユーザ機器UEにより、非3GPPアクセスゲートウェイによって送信された3GPPネットワー
クのアクセス識別子を受信するステップであって、3GPPネットワークのアクセス識別子が
3GPPネットワークのタイプを示すために使用される、ステップと、
　UEにより、基地局によって送信されたページングメッセージを受信するステップと、
　UEにより、ページングメッセージおよび3GPPネットワークのアクセス識別子に従って、
3GPPネットワークとの接続を確立するステップと
　を含む。
【００２１】
　本発明の実施形態の第3の態様を参照して、第1の可能な実装形態では、ユーザ機器UEに
より、非3GPPアクセスゲートウェイによって送信された3GPPネットワークのアクセス識別
子を受信するステップであって、3GPPネットワークのアクセス識別子が3GPPネットワーク
のタイプを示すために使用される、ステップは、
　UEにより、非3GPPアクセスゲートウェイを使用することによりモビリティ管理ネットワ
ーク要素によって通知された無線アクセスタイプRATを受信するステップであって、RATが
3GPPネットワークのタイプを示すために使用される、ステップと、
　UEにより、RATに従って、そのタイプをアクセスされた3GPPネットワークのタイプとし
て特定するステップと
　を含む。
【００２２】
　本発明の実施形態の第3の態様を参照して、第2の可能な実装形態では、ユーザ機器UEに
より、非3GPPアクセスゲートウェイによって送信された3GPPネットワークのアクセス識別
子を受信するステップであって、3GPPネットワークのアクセス識別子が3GPPネットワーク
のタイプを示すために使用される、ステップは、
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　UEにより、非3GPPアクセスゲートウェイを使用することによりモビリティ管理ネットワ
ーク要素によって送信されたアクセスポイント名称APN情報を受信するステップであって
、APN情報が3GPPネットワークのタイプを示すために使用される、ステップと、
　UEにより、APN情報に従って、そのタイプをアクセスされた3GPPネットワークのタイプ
として特定するステップと
　を含む。
【００２３】
　本発明の実施形態の第3の態様の第2の可能な実装形態を参照して、第3の可能な実装形
態では、方法は、
　UEにより、ソケットsocketインターフェースを確立するステップ
　をさらに含み、
　UEにより、非3GPPアクセスゲートウェイを使用することによりモビリティ管理ネットワ
ーク要素によって送信されたアクセスポイント名称APN情報を受信するステップは、
　UEにより、ソケットインターフェースを使用することによって、ソケットインターフェ
ースを使用することにより非3GPPアクセスゲートウェイによって送信されたアクセスポイ
ント名称APN情報を受信するステップ
　を含む。
【００２４】
　本発明の第4の態様は、ページング方法を提供し、方法は、
　非第3世代パートナーシッププロジェクト3GPPアクセスゲートウェイにより、モビリテ
ィ管理ネットワーク要素によって送信された3GPPネットワークのアクセス識別子を受信す
るステップであって、ネットワークのアクセス識別子が3GPPネットワークのタイプを示す
ために使用される、ステップと、
　非3GPPアクセスゲートウェイにより、UEがそのタイプをアクセスされた3GPPネットワー
クのタイプとして特定することを可能にするために、UEに3GPPネットワークのアクセス識
別子を送信するステップと
　を含む。
【００２５】
　本発明の実施形態の第4の態様を参照して、第1の可能な実装形態では、非第3世代パー
トナーシッププロジェクト3GPPアクセスゲートウェイにより、モビリティ管理ネットワー
ク要素によって送信された3GPPネットワークのアクセス識別子を受信するステップは、
　非3GPPアクセスゲートウェイにより、モビリティ管理ネットワーク要素によって送信さ
れた無線アクセスタイプRATを受信するステップであって、RATが3GPPネットワークのタイ
プを示すために使用される、ステップ
　を含み、
　非3GPPアクセスゲートウェイにより、UEに3GPPネットワークのアクセス識別子を送信す
るステップは、
　非3GPPアクセスゲートウェイにより、UEにRATを送信するステップ
　を含む。
【００２６】
　本発明の実施形態の第4の態様を参照して、第2の可能な実装形態では、非第3世代パー
トナーシッププロジェクト3GPPアクセスゲートウェイにより、モビリティ管理ネットワー
ク要素によって送信された3GPPネットワークのアクセス識別子を受信するステップは、
　非3GPPアクセスゲートウェイにより、モビリティ管理ネットワーク要素によって送信さ
れたアクセスポイント名称APN情報を受信するステップであって、APN情報が3GPPネットワ
ークのタイプを示すために使用される、ステップ
　を含み、
　非3GPPアクセスゲートウェイにより、UEに3GPPネットワークのアクセス識別子を送信す
るステップは、
　非3GPPアクセスゲートウェイにより、UEにAPN情報を送信するステップ
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　を含む。
【００２７】
　本発明の実施形態の第4の態様の第2の可能な実装形態を参照して、第3の可能な実装形
態では、方法は、
　非3GPPアクセスゲートウェイにより、ソケットsocketインターフェースを確立するステ
ップ
　をさらに含み、
　非3GPPアクセスゲートウェイにより、UEにAPN情報を送信するステップは、
　非3GPPアクセスゲートウェイにより、UEがそのタイプをアクセスされた3GPPネットワー
クのタイプとして特定することを可能にするために、ソケットインターフェースを使用す
ることによってUEのソケットインターフェースにAPN情報を送信するステップであって、A
PN情報が3GPPネットワークのタイプを示すために使用される、ステップ
　を含む。
【００２８】
　本発明の第5の態様は、モビリティ管理ネットワーク要素を提供し、モビリティ管理ネ
ットワーク要素は、
　非第3世代パートナーシッププロジェクト3GPPネットワーク内のユーザ機器UEの位置情
報を取得するように構成された処理モジュールであって、UEが非3GPPネットワークにすで
にアクセスしているUEである、処理モジュールと、
　ダウンリンクデータ通知メッセージを受信するように構成された受信モジュールであっ
て、ダウンリンクデータ通知メッセージがUEの識別子を搬送する、受信モジュールと
　を含み、
　処理モジュールは、非3GPPネットワーク内のUEの位置情報に従ってUEにページングする
ようにさらに構成される。
【００２９】
　本発明の実施形態の第5の態様を参照して、第1の可能な実装形態では、モビリティ管理
ネットワーク要素は、送信モジュールをさらに含み、処理モジュールは、具体的に、非3G
PPネットワーク内のUEの位置情報に従って対象基地局を決定し、対象基地局に第1のペー
ジングメッセージを送信するように送信モジュールを制御するように構成される。
【００３０】
　本発明の実施形態の第5の態様の第1の可能な実装形態を参照して、第2の可能な実装形
態では、処理モジュールは、具体的に、対象基地局と非3GPPネットワーク内のUEの位置情
報との間の対応関係に従って、対象基地局を決定するように構成される。
【００３１】
　本発明の実施形態の第5の態様の第1の可能な実装形態を参照して、第3の可能な実装形
態では、処理モジュールは、具体的に、非3GPPネットワーク内のUEの位置情報に従って、
3GPPネットワーク内のUEの位置情報を決定し、基地局と3GPPネットワーク内のUEの位置情
報との間の対応関係に従って、対象基地局を決定するように構成される。
【００３２】
　本発明の実施形態の第5の態様または第5の態様の第1から第3の可能な実装形態のうちの
いずれか1つを参照して、第4の可能な実装形態では、送信モジュールは、受信モジュール
がダウンリンクデータ通知メッセージを受信した後、非3GPPアクセスゲートウェイを使用
することによってUEに3GPPネットワークのアクセス識別子を送信するようにさらに構成さ
れ、3GPPネットワークのアクセス識別子は、アクセスされた3GPPネットワークのタイプを
UEに示すために使用される。
【００３３】
　本発明の実施形態の第5の態様の第4の可能な実装形態を参照して、第5の可能な実装形
態では、3GPPネットワークのアクセス識別子は、無線アクセス技術RATタイプを含む。
【００３４】
　本発明の実施形態の第5の態様の第5の可能な実装形態を参照して、第6の可能な実装形
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態では、3GPPネットワークのアクセス識別子は、アクセスポイント名称APN情報である。
【００３５】
　本発明の実施形態の第5の態様の第6の可能な実装形態を参照して、第7の可能な実装形
態では、送信モジュールにより、非3GPPアクセスゲートウェイを使用することによってUE
に3GPPネットワークのアクセス識別子を送信することは、送信モジュールにより、非3GPP
アクセスゲートウェイのソケットsocketインターフェースを使用することによってUEのソ
ケットインターフェースに、APN情報を搬送するダウンリンクデータ通知メッセージを送
信することを含む。
【００３６】
　本発明の実施形態の第5の態様または第5の態様の第1から第7の可能な実装形態のうちの
いずれか1つを参照して、第8の可能な実装形態では、
　モビリティ管理ネットワーク要素は送信モジュールをさらに含み、送信モジュールは、
具体的に、基地局に第2のページングメッセージを送信するように構成され、第2のページ
ングメッセージは、非3GPPネットワーク内のUEの位置情報を搬送し、非3GPPネットワーク
内のUEの位置情報は、非3GPPネットワーク内のUEの位置情報に従ってUEに第1のページン
グメッセージを送信するように決定するために、基地局によって使用される。
【００３７】
　本発明の第6の態様は、基地局を提供し、基地局は、
　モビリティ管理ネットワーク要素によって送信された第1のページングメッセージを受
信するように構成された受信モジュールであって、第1のページングメッセージが、非第3
世代パートナーシッププロジェクト3GPPネットワーク内のユーザ機器UEの位置情報を搬送
する、受信モジュールと、
　UEに第2のページングメッセージを送信するように構成された送信モジュールと、
　受信モジュールが第1のページングメッセージを受信した後、非3GPPネットワーク内のU
Eの位置情報に従ってUEにページングするように決定するとき、UEに第2のページングメッ
セージを送信するように送信モジュールを制御するように構成された処理モジュールと
　を含む。
【００３８】
　本発明の実施形態の第6の態様を参照して、第1の可能な実装形態では、
　処理モジュールは、具体的に、受信モジュールによって受信された第1のページングメ
ッセージで搬送された非3GPPネットワーク内のUEの位置情報に従ってページング範囲を決
定し、ページング範囲内のUEに第2のページングメッセージを送信するように送信モジュ
ールを制御するように構成される。
【００３９】
　本発明の第7の態様は、ユーザ機器を提供し、ユーザ機器は、
　非3GPPアクセスゲートウェイによって送信された3GPPネットワークのアクセス識別子を
受信するように構成された第1の受信モジュールであって、3GPPネットワークのアクセス
識別子が3GPPネットワークのタイプを示すために使用される、第1の受信モジュールと、
　基地局によって送信されたページングメッセージを受信するように構成された第2の受
信モジュールと、
　第2の受信モジュールによって受信されたページングメッセージおよび第1の受信モジュ
ールによって受信された3GPPネットワークのアクセス識別子に従って、3GPPネットワーク
との接続を確立するように構成された確立モジュールと
　を含む。
【００４０】
　本発明の実施形態の第7の態様を参照して、第1の可能な実装形態では、
　第1の受信モジュールは、
　非3GPPアクセスゲートウェイを使用することによりモビリティ管理ネットワーク要素に
よって通知された無線アクセスタイプRATを受信するように構成された第1の受信ユニット
であって、RATが3GPPネットワークのタイプを示すために使用される、第1の受信ユニット
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と、
　第1の受信ユニットによって受信されたRATに従って、そのタイプをアクセスされた3GPP
ネットワークのタイプとして特定するように構成された第1の特定ユニットと
　を含む。
【００４１】
　本発明の実施形態の第7の態様を参照して、第2の可能な実装形態では、
　第1の受信モジュールは、
　非3GPPアクセスゲートウェイを使用することによりモビリティ管理ネットワーク要素に
よって送信されたアクセスポイント名称APN情報を受信するように構成された第2の受信ユ
ニットであって、APN情報が3GPPネットワークのタイプを示すために使用される、第2の受
信ユニットと、
　第2の受信ユニットによって受信されたAPN情報に従って、そのタイプをアクセスされた
3GPPネットワークのタイプとして特定するように構成された第2の特定ユニットと
　を含む。
【００４２】
　本発明の実施形態の第7の態様の第2の可能な実装形態を参照して、第3の可能な実装形
態では、ユーザ機器は、
　ソケットsocketインターフェースを確立するように構成されたインターフェース確立モ
ジュール
　をさらに含み、
　第2の受信ユニットは、
　ソケットインターフェースを使用することによって、ソケットインターフェースを使用
することにより非3GPPアクセスゲートウェイによって送信されたアクセスポイント名称AP
N情報を受信するように構成された受信サブユニット
　を含む。
【００４３】
　本発明の第8の態様は、非3GPPアクセスゲートウェイを提供し、非3GPPアクセスゲート
ウェイは、
　モビリティ管理ネットワーク要素によって送信された3GPPネットワークのアクセス識別
子を受信するように構成された受信モジュールであって、ネットワークのアクセス識別子
が3GPPネットワークのタイプを示すために使用される、受信モジュールと、
　UEがそのタイプをアクセスされた3GPPネットワークのタイプとして特定することを可能
にするために、受信モジュールによって受信された3GPPネットワークのアクセス識別子を
UEに送信するように構成された送信モジュールと
　を含む。
【００４４】
　本発明の実施形態の第8の態様を参照して、第1の可能な実装形態では、
　受信モジュールは、
　モビリティ管理ネットワーク要素によって送信された無線アクセスタイプRATを受信す
るように構成された第1の受信ユニットであって、RATが3GPPネットワークのタイプを示す
ために使用される、第1の受信ユニット
　を含み、
　送信モジュールは、
　第1の受信ユニットによって受信されたRATをUEに送信するように構成された第1の送信
ユニット
　を含む。
【００４５】
　本発明の実施形態の第8の態様を参照して、第2の可能な実装形態では、
　受信モジュールは、
　モビリティ管理ネットワーク要素によって送信されたアクセスポイント名称APN情報を
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受信するように構成された第2の受信ユニットであって、APN情報が3GPPネットワークのタ
イプを示すために使用される、第2の受信ユニット
　を含み、
　送信モジュールは、
　第2の受信ユニットによって受信されたAPN情報をUEに送信するように構成された第2の
送信ユニット
　を含む。
【００４６】
　本発明の実施形態の第8の態様の第2の可能な実装形態を参照して、第3の可能な実装形
態では、非3GPPアクセスゲートウェイは、
　ソケットsocketインターフェースを確立するように構成されたインターフェース確立モ
ジュール
　をさらに含み、
　第2の送信ユニットは、
　UEがそのタイプをアクセスされた3GPPネットワークのタイプとして特定することを可能
にするために、UEのソケットインターフェースにAPN情報を送信するように構成された送
信サブユニットであって、APN情報が3GPPネットワークのタイプを示すために使用される
、送信サブユニット
　を含む。
【００４７】
　本発明の第9の態様は、入力装置と、出力装置と、メモリと、プロセッサとを含むモビ
リティ管理ネットワーク要素を提供し、
　プロセッサは、以下のステップ：
　非第3世代パートナーシッププロジェクト3GPPネットワーク内のユーザ機器UEの位置情
報を取得することであって、UEが非3GPPネットワークにすでにアクセスしているUEである
、取得することと、
　非3GPPネットワーク内のUEの位置情報に従ってUEにページングすることと
　を実施するように構成され、
　入力装置は、以下のステップ：
　ダウンリンクデータ通知メッセージを受信することであって、ダウンリンクデータ通知
メッセージがUEの識別子を搬送する、受信すること
　を実施するように構成される。
【００４８】
　本発明の第10の態様は、入力装置と、出力装置と、メモリと、プロセッサとを含む基地
局を提供し、
　入力装置は、以下のステップ：
　モビリティ管理ネットワーク要素によって送信された第1のページングメッセージを受
信することであって、第1のページングメッセージが、非第3世代パートナーシッププロジ
ェクト3GPPネットワーク内のユーザ機器UEの位置情報を搬送する、受信すること
　を実施するように構成され、
　プロセッサは、以下のステップ：
　基地局が、非3GPPネットワーク内のUEの位置情報に従ってUEにページングするように決
定するとき、UEに第2のページングメッセージを送信すること
　を実施するように構成される。
【００４９】
　本発明の第11の態様は、入力装置と、出力装置と、メモリと、プロセッサとを含むユー
ザ機器を提供し、
　入力装置は、以下のステップ：
　非3GPPアクセスゲートウェイによって送信された3GPPネットワークのアクセス識別子を
受信することであって、3GPPネットワークのアクセス識別子が3GPPネットワークのタイプ
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を示すために使用される、受信すること
　を実施するように構成され、
　出力装置は、以下のステップ：
　基地局によって送信されたページングメッセージを受信すること
　を実施するように構成され、
　プロセッサは、以下のステップ：
　ページングメッセージおよび3GPPネットワークのアクセス識別子に従って、3GPPネット
ワークとの接続を確立すること
　を実施するように構成される。
【００５０】
　本発明の第12の態様は、入力装置と、出力装置と、メモリと、プロセッサとを含む非第
3世代パートナーシッププロジェクト3GPPアクセスゲートウェイを提供し、
　入力装置は、以下のステップ：
　モビリティ管理ネットワーク要素によって送信された3GPPネットワークのアクセス識別
子を受信することであって、ネットワークのアクセス識別子が3GPPネットワークのタイプ
を示すために使用される、受信すること
　を実施するように構成され、
　出力装置は、以下のステップ：
　UEがそのタイプをアクセスされた3GPPネットワークのタイプとして特定することを可能
にするために、UEに3GPPネットワークのアクセス識別子を送信すること
　を実施するように構成される。
【００５１】
　本発明の第13の態様は、モビリティ管理ネットワーク要素および基地局を含むページン
グシステムを提供し、
　モビリティ管理ネットワーク要素は、本発明の第3の態様または第3の態様の第1から第8
の可能な実装形態のうちのいずれか1つによるモビリティ管理ネットワーク要素であり、
　基地局は、本発明の第4の態様または第4の態様の第1の可能な実装形態による基地局で
ある。
【００５２】
　本発明のこの実施形態では、モビリティ管理ネットワーク要素は、UEの非3GPPネットワ
ークの位置情報を取得し、3GPPネットワーク内のUEにページングするとき、非3GPPネット
ワーク内のUEの位置情報に従ってページング範囲を決定することができるが、UEの登録エ
リア内のすべての基地局にページングメッセージを送信する必要がなく、その結果、ペー
ジングシグナリングが効率的に低減され、エアインターフェースリソースが節約される。
【００５３】
　本発明の実施形態における技術的解決策をより明確に記載するために、以下で、実施形
態を記載するために必要とされる添付図面を簡単に記載する。当然ながら、以下の説明に
おける添付図面は本発明のいくつかの実施形態を示すにすぎず、当業者は、創造的な努力
なしに、これらの添付図面から他の図面をさらに導出することができる。
【図面の簡単な説明】
【００５４】
【図１】本発明の一実施形態による、モビリティ管理ネットワーク要素および3GPP AAA S
erverを統合するアーキテクチャの概略図である。
【図２】本発明の一実施形態による、ページング方法の一実施形態の概略図である。
【図３】本発明の一実施形態による、ページング最適化解決策の概略フローチャートであ
る。
【図４】本発明の一実施形態による、UEが3GPPネットワークとの接続を復元する概略フロ
ーチャートである。
【図５】本発明の一実施形態による、UEが3GPPネットワークとの接続を復元する別の概略
フローチャートである。
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【図６】本発明の一実施形態による、UEが3GPPネットワークとの接続を復元する別の概略
フローチャートである。
【図７】本発明の一実施形態による、ページング方法の別の実施形態の概略図である。
【図８】本発明の一実施形態による、ページング方法の別の実施形態の概略図である。
【図９】本発明の一実施形態による、ページング方法の別の実施形態の概略図である。
【図１０】本発明の一実施形態による、モビリティ管理ネットワーク要素の一実施形態の
概略図である。
【図１１】本発明の一実施形態による、モビリティ管理ネットワーク要素の別の実施形態
の概略図である。
【図１２】本発明の一実施形態による、基地局の一実施形態の概略図である。
【図１３】この実施形態による、ページ化モビリティ管理ネットワーク要素の概略構造図
である。
【図１４】この実施形態による、ページ化基地局の概略構造図である。
【図１５】この実施形態による、ページングシステムの一実施形態の概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００５５】
　以下で、本発明の実施形態における添付図面を参照して、本発明の実施形態における技
術的解決策を明確かつ完全に記載する。当然ながら、記載される実施形態は、本発明の実
施形態のうちのいくつかにすぎず、すべてではない。創造的な努力なしに本発明の実施形
態に基づいて、当業者によって取得されるすべての他の実施形態は、本発明の保護範囲内
に入るべきである。
【００５６】
　本発明の明細書、特許請求の範囲、および添付図面において、「第1の」、「第2の」、
「第3の」、「第4の」など（存在する場合）の用語は、同様のオブジェクトの間を区別す
るものであり、必ずしも特定の順序または順番を示すとは限らない。そのように呼ばれる
データは適切な環境内で交換可能であり、その結果、本明細書に記載される本発明の実施
形態は、本明細書に例示または記載される順序以外の順序で実施することができることを
理解されたい。その上、「含む」、「包含する」という用語および任意の他の変形形態は
、非排他的な含有を包含すること、たとえば、ステップまたはユニットのリストを含むプ
ロセス、方法、システム、製品、またはデバイスは、必ずしもそれらのユニットに限定さ
れるとは限らず、明示的に列挙されていない、またはそのようなプロセス、方法、システ
ム、製品、もしくはデバイスに固有の他のユニットを含む場合があることを意味する。
【００５７】
　本発明の一実施形態は、ページングシグナリングを効率的に低減し、エアインターフェ
ースリソースを節約するために、ページング方法を提供し、加えて、対応するページング
システムおよび関連するデバイスをさらに提供する。図1～図15を参照して、以下で、具
体的な実施形態により、詳細な説明を個別に提供する。
【００５８】
　本発明のこの実施形態において提供されるページング方法は、ワイヤレス通信システム
に適用される場合がある。本発明のこの実施形態では、改善されたモビリティ管理ネット
ワーク要素がさらに使用される。具体的には、従来のモビリティ管理ネットワーク要素MM
Eに3GPP AAA Serverの機能が追加される。図1を参照すると、図1は、本発明のこの実施形
態による、モビリティ管理ネットワーク要素および3GPP AAA Serverを統合するアーキテ
クチャの概略図である。
【００５９】
　図1では、説明を行うために、一例としてホーム公的地域モバイルネットワーク（home 
public land mobile network、HPLMN）識別子に対応する3GPPネットワークが使用され、
非3GPPネットワーク用の一例としてWLANネットワークが使用される。3GPP AAA Serverの
論理機能は、本発明において使用されるモビリティ管理ネットワーク要素MME内に配備さ
れる。モビリティ管理ネットワーク要素とHSSとの間のS6aインターフェースは、主として
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、3GPP AAA ServerとHSSとの間の通信をサポートするSWxインターフェースにアップグレ
ードされる。ePDGと3GPP AAA Serverとの間のSWmインターフェースは、まだ保持される。
しかしながら、PGWと3GPP AAA Serverとの間のS6bインターフェースは、もはや配備され
ない。
【００６０】
　配備では、MMEおよび3GPP AAA Serverの認証機能、ゲートウェイ選択機能などは統一さ
れる場合があり、3GPPネットワークおよび非3GPPネットワークの位置情報は、ページング
を最適化するために、MMEと3GPP AAA Serverとの間で共有される場合がある。
【００６１】
　MMEおよび3GPP AAA Serverを統合するプロセスにおけるアップグレードの前後のインタ
ーフェースが下記に記載される。
【００６２】
　アップグレード前のS6aインターフェースは、制御プレーン上でシグナリングを転送し
、主として、国際モバイル加入者識別情報（international mobile subscriber identifi
cation number、IMSI）、加入者の位置、ローミング制限、サービス品質（quality of se
rvice、QoS）などを含む加入データに使用される。このタイプの情報は、S6aインターフ
ェースの位置更新または加入者データの挿入などの操作を使用することによって交換され
る。S6aインターフェースは、認証パラメータを含む認証データにさらに使用される。こ
のタイプの情報は、S6aインターフェースにおける認証動作を使用することによって交換
される。
【００６３】
　アップグレード後のSWxインターフェースは、3GPP AAA ServerとHSSとの間のインター
フェースであり、主として、EPCネットワークにUEがアクセスするための認証を実施する
ことに使用され、HSSに記憶されたパケットデータゲートウェイ（packet data network g
ateway、PDN-GW）のアドレス情報を更新することにも使用される。
【００６４】
　モビリティ管理ネットワーク要素および3GPP AAA Serverを統合するネットワークアー
キテクチャの使用中、本発明の実施形態は、3GPP側と非3GPP側の両方でUEがアクセスする
シナリオに適用される。
【００６５】
　理解を容易にするために、モビリティ管理ネットワーク要素の観点から、本発明の解決
策が詳細に下記に記載される。
【００６６】
　図2を参照すると、図2は、本発明の一実施形態による、ページング方法の一実施形態の
概略図である。ページング方法は以下のステップを含む場合がある。
【００６７】
　101．モビリティ管理ネットワーク要素が非第3世代パートナーシッププロジェクト3GPP
ネットワーク内のユーザ機器UEの位置情報を取得し、UEは非3GPPネットワークにすでにア
クセスしているUEである。
【００６８】
　この実施形態では、UEが非3GPPネットワークにアクセスするとき、モビリティ管理ネッ
トワーク要素はこれらのUEの非3GPPネットワークの位置情報を取得する。非3GPPネットワ
ークは、通常、WLANネットワーク、WiMaxネットワーク、またはCDMAネットワークであり
得る。本明細書での非3GPPネットワークの位置情報は、WLANの位置情報であり得る。
【００６９】
　UEがオンにされると、UEは非3GPPアタッチ手順および3GPPアタッチ手順を実施する必要
がある。
【００７０】
　具体的には、UEによって完了される非3GPPアタッチ手順は、既存の解決策における非3G
PPアタッチ手順と同様である。たとえば、信頼できるワイヤレスローカルエリアネットワ
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ークWLAN（trusted wireless local area network、TWAN）にアクセスする場合、UEのア
タッチ用にTWANと3GPP AAA Serverとの間にセッション接続が確立される。セッション接
続を確立するプロセスにおいて、TWANは、WLANの識別子、たとえば、WLANのサービスセッ
ト識別子（service set identifier、SSID）、基本サービスセット識別子（basic servic
e set identifier、BSSID）、もしくは均一拡張サービスセット識別子（homogenous exte
nded service set identifier、HESSID）、またはWLANの地理的位置についての情報、ま
たは3GPP位置についての情報、たとえば、WLANの3GPPセルの識別子を3GPP AAA Serverに
送信する。3GPP AAA Serverは、3GPP AAA Serverの識別子をHSSに登録する。
【００７１】
　信頼できないWLANにアクセスする場合、UEのアタッチ用にePDGと3GPP AAA Serverとの
間にセッション接続が確立される。ePDGは、UEから取得された位置情報を3GPP AAA Serve
rに送信する。UEから取得された位置情報は、WLANの識別子、たとえば、WLANのSSID、HES
SID、もしくはBSSIDを含む場合があるか、または、WLANの地理的位置もしくはUEの3GPP位
置についての情報、たとえば、3GPPセルの識別子の場合があり、ePDGに送信される。ePDG
はその情報を3GPP AAA Serverに送信する。3GPP AAA Serverは、3GPP AAA Serverの識別
子をHSSに登録する。3GPP AAA Serverおよびモビリティ管理ネットワーク要素は一体化し
て配備されるので、モビリティ管理ネットワーク要素は、3GPP AAA Serverによって取得
され位置情報を取得し、位置情報は、非3GPPネットワーク内のUEの位置情報、またはUEが
現在位置している3GPPネットワークの位置情報を含む。
【００７２】
　UEによって完了される3GPPアタッチ手順は、既存の解決策における3GPPアタッチ手順と
同様である。たとえば、UEは、モビリティ管理ネットワーク要素によって割り振られた一
時識別情報およびTAIリストを取得する。ネットワーク側は、UE用のベアラリソースを確
立し、UEをサービスするモビリティ管理ネットワーク要素の識別子をHSSに登録する。
【００７３】
　102．モビリティ管理ネットワーク要素がダウンリンクデータ通知メッセージを受信し
、ダウンリンクデータ通知メッセージはUEの識別子を搬送する。
【００７４】
　この実施形態では、PGWはユーザのダウンリンクデータパケットを受信し、データフロ
ー内の情報に従って適切なベアラトンネルを選択する。PGWは、ベアラトンネルを使用す
ることにより、SGWにダウンリンクデータパケットを送信する。ダウンリンクデータパケ
ットを受信した後。SGWは、モビリティ管理ネットワーク要素にダウンリンクデータ通知
メッセージを送信することであって、ダウンリンクデータ通知メッセージがUEの識別子を
搬送する、送信することを行って、モビリティ管理ネットワーク要素がダウンリンクデー
タ通知メッセージ内のUEの識別子に従ってUEを特定することを可能にする。
【００７５】
　103．モビリティ管理ネットワーク要素が非3GPPネットワーク内のUEの位置情報に従っ
てUEにページングする。
【００７６】
　この実施形態では、モビリティ管理ネットワーク要素は、非3GPPネットワーク内のUEの
位置情報に従って、UEをページングするための範囲を決定する。
【００７７】
　本発明のこの実施形態においてステップ101およびステップ102を実施する順番は固定さ
れず、本明細書では限定されないことに留意されたい。
【００７８】
　本発明のこの実施形態では、モビリティ管理ネットワーク要素は、非3GPPネットワーク
内のUEの位置情報を取得し、3GPPネットワーク内のUEにページングするとき、非3GPPネッ
トワーク内のUEの位置情報に従ってページング範囲を決定することができるが、UEの登録
エリア内のすべての基地局にページングメッセージを送信する必要がなく、その結果、ペ
ージングシグナリングが効率的に低減され、エアインターフェースリソースが節約される
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。
【００７９】
　場合によっては、前述の図2に対応する実施形態に基づいて、本発明のこの実施形態に
おいて提供されるページング方法の第1のオプション実施形態では、モビリティ管理ネッ
トワーク要素により、非3GPPネットワーク内のUEの位置情報に従ってUEにページングする
ステップは、
　モビリティ管理ネットワーク要素により、非3GPPネットワーク内のUEの位置情報に従っ
て対象基地局を決定し、対象基地局に第1のページングメッセージを送信するステップ
　を含む場合がある。
【００８０】
　この実施形態では、モビリティ管理ネットワーク要素は、非3GPPネットワーク内のUEの
位置情報に従って、対象基地局を決定する。具体的には、モビリティ管理ネットワーク要
素は、UEの現在の非3GPPネットワークの位置情報に基づいて、現在の非3GPPネットワーク
の近くの1つまたは複数の基地局を対象基地局として選択することができる。一般に、モ
ビリティ管理ネットワーク要素は、UEの非3GPPネットワークの位置に最も近い基地局を対
象基地局として選択する。UEの非3GPPネットワークの位置がいくつかの基地局の重複した
カバレージエリア内に位置する場合、モビリティ管理ネットワーク要素は、いくつかの基
地局を対象基地局として選択することができる。
【００８１】
　モビリティ管理ネットワーク要素は、対象基地局に第1のページングメッセージを送信
する。1つの対象基地局が存在する場合、対象基地局は、直ちに第1のページングメッセー
ジをUEに送信する。複数の対象基地局が存在する場合、対象基地局は第1のページングメ
ッセージをUEに送信し、UEは最初に到達したページングメッセージを受信する。ここで、
ページングプロセスが完了する。
【００８２】
　第1のページングメッセージは、従来技術のページングメッセージと同様であり、非3GP
Pネットワーク内のUEの位置情報を含まない場合がある。すなわち、対象基地局は、既存
の方式を使用することにより、非3GPPネットワーク内のUEの位置情報を搬送しないページ
ングメッセージをUEに送信する。
【００８３】
　次に、本発明のこの実施形態では、基地局と非3GPPネットワークの位置情報との間の関
係が、モビリティ管理ネットワーク要素上で構成される場合がある。モビリティ管理ネッ
トワーク要素は、非3GPPネットワーク内のUEの位置情報に従って、対象基地局を決定する
。対象基地局は、従来技術を使用することにより、UEに第1のページングメッセージを送
信することができる。このようにして、モビリティ管理ネットワーク要素は、UEの登録エ
リア内のすべての基地局にページングメッセージを送信する必要がない場合がある。一般
に、ただ1つの対象基地局が存在する。このようにして、選択される基地局の数が大幅に
低減され、ページングリソースがさらに低減され、エアインターフェースリソースが節約
される。
【００８４】
　場合によっては、前述の図2に対応する第1のオプション実施形態に基づいて、本発明の
この実施形態において提供されるページング方法の第2のオプション実施形態では、モビ
リティ管理ネットワーク要素により、非3GPPネットワーク内のUEの位置情報に従って対象
基地局を決定するステップは、
　モビリティ管理ネットワーク要素により、対象基地局と非3GPPネットワーク内のUEの位
置情報との間の対応関係に従って、対象基地局を決定するステップ
　を含む場合がある。
【００８５】
　この実施形態では、モビリティ管理ネットワーク要素は、最初に、基地局と非3GPPネッ
トワーク内のUEの位置情報との間の対応関係を構成する必要がある。非3GPPネットワーク
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内のUEの位置情報を取得すると、モビリティ管理ネットワーク要素は、位置情報および基
地局と非3GPPネットワーク内のUEの位置情報との間の構成された対応関係に従って、対応
する対象基地局を決定することができる。
【００８６】
　基地局と非3GPPネットワークの位置情報との間の対応関係は、複数の方式で構成される
場合があることに留意されたい。たとえば、基地局と対応する非3GPPネットワークの位置
情報との間の関係は、モビリティ管理ネットワーク要素上で構成される。いくつかの近く
の非3GPPネットワークの位置情報は、1つの基地局用に構成される場合がある。UEのWLAN
の識別子SSID、HESSID、またはBSSIDのうちの少なくとも1つが、関係リスト内の基地局に
対応する非3GPPネットワークの位置情報であるとき、その基地局が対象基地局として選択
される。代替として、地理的な緯度および経度またはUEの都市／道路名のうちの少なくと
も1つが基地局からの短い距離を有するとき、その基地局が対象基地局として選択される
場合がある。したがって、本明細書では、対象基地局と非3GPPネットワーク内のUEの位置
情報との間の対応関係の構成は限定されない。
【００８７】
　次に、本発明のこの実施形態では、基地局の位置と非3GPPネットワークの位置情報との
間の対応関係が、モビリティ管理ネットワーク要素上で構成される場合がある。非3GPPネ
ットワーク内のUEの位置情報が取得された後、モビリティ管理ネットワーク要素が対応関
係に従って対象基地局の具体的な実装形態を選択し、それにより、実際の適用中の解決策
の実現可能性および実施可能性が改善される。
【００８８】
　場合によっては、前述の図2に対応する第1のオプション実施形態に基づいて、本発明の
この実施形態において提供されるページング方法の第3のオプション実施形態では、モビ
リティ管理ネットワーク要素により、非3GPPネットワーク内のUEの位置情報に従って対象
基地局を決定するステップは、
　モビリティ管理ネットワーク要素により、非3GPPネットワーク内のUEの位置情報に従っ
て、3GPPネットワーク内のUEの位置情報を決定するステップと、
　対象基地局により、基地局と3GPPネットワーク内のUEの位置情報との間の対応関係に従
って、モビリティ管理ネットワーク要素を決定するステップと
　を含む場合がある。
【００８９】
　この実施形態では、非3GPPネットワーク内のUEの位置情報を取得した後、モビリティ管
理ネットワーク要素は、非3GPPネットワーク内のUEの位置情報に従って、3GPPネットワー
ク内のUEの位置情報を決定することができる。精度はセルの細分性に達する。精度は具体
的なセルに達する場合がある。
【００９０】
　モビリティ管理ネットワーク要素は、基地局の位置と3GPPネットワーク内のUEの位置情
報との間の対応関係を事前構成する。本明細書での3GPPネットワークの位置は、基地局が
ネットワーク側にアクセスするときの3GPPネットワークに対応する位置情報を意味する。
3GPPネットワーク内のUEの位置情報を取得した後、モビリティ管理ネットワーク要素は、
基地局と3GPPネットワークの位置情報との間の構成された対応関係に従って、UEにページ
ングメッセージを送信する対象基地局を決定し、対応関係は3GPPネットワーク内のUEの位
置情報と基地局の位置との間に存在する場合がある。
【００９１】
　モビリティ管理ネットワーク要素が対象基地局を使用することによりUEにページングメ
ッセージを送信するとき、対象基地局は3GPPネットワーク内のUEの位置情報に対応する。
3GPPネットワーク内のUEの位置情報は、非3GPPネットワーク内のUEの位置情報に従って、
モビリティ管理ネットワーク要素によって決定される。具体的には、モビリティ管理ネッ
トワーク要素は、いくつかのUEの非3GPPネットワークの位置情報を取得する。たとえば、
UE1、UE2、UE3、およびUE4の都市／道路名は、それぞれ、ROAD1、ROAD2、ROAD3、およびR
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OAD4である。UE2がページングされる必要があるとき、モビリティ管理ネットワーク要素
はROAD2からセル識別子情報を取り出し、UE2の3GPPネットワークの位置情報を決定するた
めに、セル識別子情報に従って具体的なセルを決定することができる。
【００９２】
　次に、本発明のこの実施形態では、3GPPネットワークの位置情報は、非3GPPネットワー
ク内のUEの位置情報を使用することによって決定され、3GPPネットワーク内のUEの位置情
報は、より正確に突き止められる場合がある。既存の解決策では、3GPPネットワークがア
イドル状態にあるUEにページングするために使用されるとき、取得されるページング範囲
は比較的大きく、複数の位置エリアが含まれる場合がある。各位置エリアは複数のセルか
ら形成される。したがって、この実施形態では、3GPPネットワーク内のUEの位置情報は、
ページング範囲を決定するために使用され、その結果、ページング範囲をさらに縮小する
ことができ、それにより、エアインターフェースリソースを節約するために、ページング
メッセージの送信が減らされる。
【００９３】
　ページング最適化解決策は、図2および図2に対応する第1から第3のオプション実施形態
において提供される。具体的には、図3を参照すると、図3はページング最適化解決策の概
略フローチャートである。
【００９４】
　UEは、3GPP側および非3Gpp側でアタッチ手順を完了する。UEの非3GPPアタッチ中、モビ
リティ管理ネットワーク要素により、非3GPPネットワーク内のUEの位置情報を取得するこ
とは、具体的に、信頼できるWLANのシナリオにおいて、TWANがモビリティ管理ネットワー
ク要素に認証および認可要求メッセージを送信することを含む場合がある。メッセージは
、UEの現在の非3GPPネットワークの位置情報を搬送する。信頼できないWLANのシナリオで
は、信頼できないWLANアクセスネットワークまたはePDGは、UEの現在の非3GPPネットワー
クの位置情報に認証および認可要求メッセージを追加し、モビリティ管理ネットワーク要
素にその情報を報告する。このようにして、モビリティ管理ネットワーク要素は、非3GPP
ネットワーク内のUEの位置情報を取得することができる。
【００９５】
　PGWは、ダウンリンクデータパケットを受信し、データパケット内のデータフローに従
って適切なベアラトンネルを選択し、さらに、SGWにダウンリンクデータパケットを送信
する。SGWは、PDNを使用することによりモビリティ管理ネットワーク要素にダウンリンク
データ通知メッセージを送信し、非3GPPネットワーク内のUEの位置情報に従って、対象基
地局にページングするようにモビリティ管理ネットワーク要素をトリガする。ページング
メッセージを受信した後、基地局は、非3GPPネットワーク内のUEの位置情報に基づいて、
UEの位置がページング範囲内にあるかどうかを判定する。UEの位置がページング範囲内に
ある場合、モビリティ管理ネットワーク要素はUEにページングする。UEの位置がページン
グ範囲内にない場合、モビリティ管理ネットワーク要素はUEにページングしない。
【００９６】
　ページングをトリガした後、モビリティ管理ネットワーク要素はページングタイマを開
始する。ページングタイマはページング時間を計算するように構成される。UEによって開
始されたサービス要求メッセージが、ページング時間が終了した後にまだ受信されていな
い場合、モビリティ管理ネットワーク要素は再びUEにページングする。サービス要求メッ
セージは、データ接続チャネルを使用することによってUEにデータを送信するように、モ
ビリティ管理ネットワーク要素に命令するために使用される。再びUEにページングする解
決策では、ページングメッセージは、UEの位置登録エリア内のすべての基地局に送信され
る場合がある。すなわち、従来技術の方法が使用される。
【００９７】
　前述の実施形態では、本発明の場合、3GPPネットワーク側でのページングプロセスは、
非3GPPネットワーク内のUEの位置情報に基づいて最適化される。ページングを確立する方
法が詳細に下記に記載される。UEとモビリティ管理ネットワーク要素との間のページング
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接続を確立するプロセスについては、以下の実施形態における詳細説明を参照されたい。
【００９８】
　場合によっては、前述の図2および図2に対応する第1から第3のオプション実施形態に基
づいて、本発明のこの実施形態において提供されるページング方法の第4のオプション実
施形態では、モビリティ管理ネットワーク要素により、ダウンリンクデータ通知メッセー
ジを受信するステップの後に、ページング方法は、
　モビリティ管理ネットワーク要素により、非3GPPアクセスゲートウェイを使用すること
によってUEに3GPPネットワークのアクセス識別子を送信するステップであって、3GPPネッ
トワークのアクセス識別子が、アクセスされた3GPPネットワークのタイプをUEに示すため
に使用される、ステップ
　をさらに含む場合がある。
【００９９】
　この実施形態では、ダウンリンクデータ通知メッセージを受信した後、モビリティ管理
ネットワーク要素は、非3GPPアクセスゲートウェイを使用することにより、UEに3GPPネッ
トワークのアクセス識別子を送信して、UEがアクセスされた3GPPネットワークのタイプを
特定することを可能にすることができ、3GPPネットワークのアクセス識別子は、3GPPネッ
トワークのタイプを示すために使用される。UEは、3GPPネットワークのアクセス識別子に
よって示された3GPPネットワーク内に登録され、3GPPネットワークを使用することによっ
てページングメッセージを受信する。
【０１００】
　3GPPネットワークのアクセス識別子は、無線アクセス技術（radio access technology
、RAT）タイプの場合があるか、またはアクセスポイント名称（access point name、APN
）の場合があるか、または3GPPネットワークを示すために使用することができる他の識別
子情報の場合があり、本明細書では限定されないことに留意されたい。
【０１０１】
　次に、本発明のこの実施形態では、UEが3GPPネットワークにアクセスする方式が記載さ
れる。UEは、ネットワーク側によって送信された3GPPネットワークのアクセス識別子を受
信し、3GPPネットワークのアクセス識別子を使用することにより、対応する3GPPネットワ
ーク内でページングを受信するように決定することができる。このようにして、UEは3GPP
ネットワークに迅速かつ正確に接続することができる。
【０１０２】
　場合によっては、前述の図2に対応する第4のオプション実施形態に基づいて、本発明の
この実施形態において提供されるページング方法の第5のオプション実施形態では、3GPP
ネットワークのアクセス識別子は無線アクセス技術RATタイプを含む。
【０１０３】
　この実施形態では、モビリティ管理ネットワーク要素により、ダウンリンクデータ通知
メッセージを受信するステップの後に、モビリティ管理ネットワーク要素は、非3GPPアク
セスゲートウェイにRATを搬送するメッセージを送信することができる。非3GPPアクセス
ゲートウェイは、再びUEにRATを通知し、その結果、RATを受信した後、UEは、対応する命
令の下でエアインターフェース接続の復元を開始して、対象ネットワークとのデータ接続
チャネルを確立するプロセスを完了する。RATは、3GPPネットワークのアクセス識別子の
うちの1つの具体的な識別子として理解することができる。
【０１０４】
　モビリティ管理ネットワーク要素は、複数の方式で非3GPPネットワークにRATを送信す
ることに留意されたい。ダウンリンクデータ通知メッセージがRATを搬送するために使用
される場合があるか、または、モビリティ管理ネットワーク要素と非3GPPアクセスゲート
ウェイとの間の接続要求がRATを搬送するために使用される場合があるか、または、RATは
さらに、UEに送信されるページングメッセージに追加される場合がある。したがって、RA
Tを送信する方式は本明細書では限定されない。
【０１０５】
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　非3GPPアクセスゲートウェイは、RATによって示されたエアインターフェース接続を復
元するようにUEに命令する。命令方式の場合、非3GPPアクセスゲートウェイがRATを搬送
するダウンリンクデータをUEに送信することができるか、または非3GPPアクセスゲートウ
ェイとUEとの間で送信される別のメッセージがRATを搬送する。
【０１０６】
　RATには、モバイル通信用グローバルシステム（global system for mobile communicat
ion、GSM（登録商標））アクセス技術、CDMAアクセス技術、GPRSアクセス技術、セルラー
デジタルパケットデータ交換ネットワーク（cellular digital packet data、CDPD）アク
セス技術などが含まれ、したがって、本明細書では具体的に限定されないことを理解され
たい。
【０１０７】
　さらに、本発明のこの実施形態では、モビリティ管理ネットワーク要素は、非3GPPアク
セスゲートウェイを使用することにより制御プレーン上で、3GPPネットワーク側との接続
を復元するようにUEに命令して、UEが対象ネットワークを使用することによってデータを
受信することを可能にする。非3GPPネットワークは、データが3GPPネットワーク側から配
信されたことをUEに通知するために使用され、UEは、RATに従って対象ネットワークとの
接続を確立する。UEと3GPPネットワークとの間のページング接続は、過剰なネットワーク
リソースを占有しないように、現状に応じて正確に確立することができる。その上、様々
な対象ネットワーク間で切換えが実施される場合があり、それにより、解決策の実現可能
性および柔軟性が増大する。
【０１０８】
　図2に対応する第5のオプション実施形態では、UEが3GPPネットワークとの接続を復元す
る解決策が提供される。具体的には、図4を参照すると、図4はUEが3GPPネットワークとの
接続を復元する概略フローチャートである。
【０１０９】
　UEは、3GPP側でのアタッチ手順および非3GPP側でのアタッチ手順を完了する。PGWは、
ダウンリンクデータパケットを受信し、データパケット内のデータフローに従って適切な
ベアラトンネルを選択し、さらに、SGWにダウンリンクデータパケットを送信する。SGWは
、PDNを使用することによりモビリティ管理ネットワーク要素にダウンリンクデータ通知
メッセージを送信する。ダウンリンクデータ通知メッセージは、国際モバイル加入者識別
情報（international mobile subscriber identification number、IMSI）を含む場合が
ある。IMSIは、UEの具体的な情報を特定するためのUEの識別子である。
【０１１０】
　UEが非3GPPネットワークにアクセスしたとモビリティ管理ネットワーク要素が判断する
と、モビリティ管理ネットワーク要素は、ダウンリンクデータ通知メッセージにRATを追
加する。RATは、UEがRATに対応するエアインターフェース接続を復元する必要があること
を示す。たとえば、RATが3GPPネットワークへのアクセスを示すとき、それは、ダウンリ
ンクデータが3GPPネットワーク側からUEに到達し、UEが3GPPネットワークとの接続を確立
する必要があることを表す。
【０１１１】
　モビリティ管理ネットワーク要素は、非3GPPアクセスゲートウェイを使用することによ
り、UEにRATを含むダウンリンクデータ通知メッセージを送信して、UEがRATを受信後対応
する規格内のエアインターフェース接続の復元を開始することを可能にする。たとえば、
RATが3GPPネットワーク側でのUEのアクセスを示すとき、UEは、3GPPネットワーク側での
接続を復元するために、モビリティ管理ネットワーク要素に対する3GPPネットワーク側で
のサービス要求メッセージを開始する。
【０１１２】
　ページングをトリガした後、モビリティ管理ネットワーク要素はページングタイマを開
始する。ページングタイマはページング時間を計算するように構成される。UEによって開
始されたサービス要求メッセージが、ページング時間が終了した後にまだ受信されていな
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い場合、モビリティ管理ネットワーク要素は再びUEにページングする。サービス要求メッ
セージは、データ接続チャネルを使用することによってUEにデータを送信するように、モ
ビリティ管理ネットワーク要素に命令するために使用される。再びUEにページングする解
決策では、ページングメッセージは、UEの位置登録エリア内のすべての基地局に送信され
る場合がある。すなわち、従来技術の方法が使用されるか、または本発明のこの実施形態
における図2の対応するページング方式が使用される場合がある。このことは本明細書で
は限定されない。
【０１１３】
　場合によっては、前述の図2に対応する第4のオプション実施形態に基づいて、本発明の
この実施形態において提供されるページング方法の第6のオプション実施形態では、3GPP
ネットワークのアクセス識別子はアクセスポイント名称APN情報である。
【０１１４】
　この実施形態では、モビリティ管理ネットワーク要素により、ダウンリンクデータ通知
メッセージを受信するステップの後に、モビリティ管理ネットワーク要素は、3GPPアクセ
スゲートウェイにAPN情報を搬送するメッセージを送信することができる。具体的には、P
GWはダウンリンクデータパケットを受信し、フロー情報用の対応するフローテンプレート
を構成し、それにより、ダウンリンクデータパケットに対応するAPN情報を取得する。フ
ロー情報は、データパケットクインテットに含まれる、ソースのインターネットプロトコ
ル（internet protocol、IP）アドレス、宛先のIPアドレス、ソースのポート番号、宛先
のポート番号、およびトランスポートレイヤプロトコルであり得る。
【０１１５】
　実際の適用中、PGWは、モビリティ管理ネットワーク要素がAPN情報を取得することを可
能にするために、ダウンリンクデータ通知メッセージに取得されたAPN情報を追加してモ
ビリティ管理ネットワーク要素に通知するか、またはダウンリンクデータ通知メッセージ
は、トンネル終点識別子（tunnel endpoint identifier、TEID）を搬送し、TEIDは、モビ
リティ管理ネットワーク要素とダウンリンクデータが属するPDNとの間の接続を示すため
に使用され、それにより、PDNに対応するAPN情報が特定される。
【０１１６】
　モビリティ管理ネットワーク要素は複数の方式で非3GPPアクセスゲートウェイにAPN情
報を送信することに留意されたい。ダウンリンクデータ通知メッセージがAPN情報を搬送
するために使用される場合があるか、または、モビリティ管理ネットワーク要素と非3GPP
アクセスゲートウェイとの間の接続要求がAPN情報を搬送するために使用される場合があ
るか、または、APN情報を搬送する別の方式がさらに使用される場合がある。したがって
、APN情報を送信する方式は本明細書では限定されない。
【０１１７】
　非3GPPアクセスゲートウェイは、そこからデータパケットが送信される具体的なPDNをU
Eが特定することを可能にするために、APN情報に従ってAPN情報に対応するPDN上でヌルパ
ケットまたは特殊なデータパケットを送信して、PDNを使用することによりデータが送信
されようとしていることをUEに通知する。ヌルパケットまたは特殊なデータパケットを受
信した後、UEはすべての規格におけるPDN接続のうちの対応する接続を復元する。たとえ
ば、UEが3GPPネットワーク側でアイドル状態にあるとき、UEは、非3GPPネットワーク側で
、PDN接続上で送信されたヌルパケットまたは特殊なデータパケットを受信する。PDN接続
も3GPPネットワークへのアクセスをサポートする場合、UEは、3GPP側でのエアインターフ
ェース接続の復元を開始して、3GPPネットワークとの接続を完了する。UEが3GPPネットワ
ークとの接続を確立していた場合、接続の復元は実施される必要がない。
【０１１８】
　さらに、本発明のこの実施形態では、モビリティ管理ネットワーク要素は、非3GPPアク
セスゲートウェイを使用することによりユーザプレーン上で、UEが3GPPネットワークを使
用することによってデータを受信することを可能にするために、3GPPネットワーク側との
接続を復元するようにUEに命令する。非3GPPネットワークは、データが3GPPネットワーク
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側から配信されたことをUEに通知するために使用され、UEは、APN情報に従って3GPPネッ
トワークとの接続を確立する。このようにして、UEは、ネットワークリソースを節約する
ために、現状に応じて正確なデータ接続チャネルを確立する。その上、データ伝送の効率
が増大する場合がある。
【０１１９】
　図2に対応する第6のオプション実施形態では、UEが3GPPネットワークとの接続を復元す
る別の解決策が提供される。具体的には、図5を参照すると、図5はUEが3GPPネットワーク
との接続を復元する別の概略フローチャートである。
【０１２０】
　UEは、3GPP側でのアタッチ手順および非3GPP側でのアタッチ手順を完了する。PGWは、
ダウンリンクデータパケットを受信し、データパケット内のデータフローに従って適切な
ベアラトンネルを選択し、さらに、SGWにダウンリンクデータパケットを送信する。SGWは
、PDNを使用することによりモビリティ管理ネットワーク要素にダウンリンクデータ通知
メッセージを送信する。ダウンリンクデータ通知メッセージは、IMSIおよびAPN情報を含
む場合がある。
【０１２１】
　UEが非3GPPネットワークにアクセスしたとモビリティ管理ネットワーク要素が判断する
と、モビリティ管理ネットワーク要素は、非3GPPアクセスゲートウェイにAPN情報を搬送
するページングメッセージを送信する。非3GPPアクセスゲートウェイは、APN情報に従っ
てユーザプレーン上で対応するデータパケットを生成し、そのデータパケットをUEに送信
する。
【０１２２】
　データパケットを受信した後、UEは、データパケットに従って対応するPDNを特定し、P
DN接続下ですべての規格における接続を復元することができる。
【０１２３】
　ページングをトリガした後、モビリティ管理ネットワーク要素はページングタイマを開
始する。ページングタイマはページング時間を計算するように構成される。UEによって開
始されたサービス要求メッセージが、ページング時間が終了した後にまだ受信されていな
い場合、モビリティ管理ネットワーク要素は再びUEにページングする。サービス要求メッ
セージは、データ接続チャネルを使用することによってUEにデータを送信するように、モ
ビリティ管理ネットワーク要素に命令するために使用される。再びUEにページングする解
決策では、ページングメッセージは、UEの位置登録エリア内のすべての基地局に送信され
る場合がある。すなわち、従来技術の方法が使用されるか、または本発明のこの実施形態
における図2の対応するページング方式が使用される場合がある。このことは本明細書で
は限定されない。
【０１２４】
　場合によっては、前述の図2に対応する第6のオプション実施形態に基づいて、本発明の
この実施形態において提供されるページング方法の第7のオプション実施形態では、モビ
リティ管理ネットワーク要素により、非3GPPアクセスゲートウェイを使用することによっ
てUEに3GPPネットワークのアクセス識別子を送信するステップは、
　モビリティ管理ネットワーク要素により、非3GPPアクセスゲートウェイのソケットsock
etインターフェースを使用することによってUEのソケットインターフェースに、APN情報
を搬送するダウンリンクデータ通知メッセージを送信するステップ
　を含む場合がある。
【０１２５】
　この実施形態では、モビリティ管理ネットワーク要素は、3GPPアクセスゲートウェイに
APN情報を搬送するダウンリンクデータ通知メッセージを送信する。非3GPPアクセスゲー
トウェイとUEの両方のために特殊なソケットインターフェースが作成される。非3GPPアク
セスゲートウェイは、ソケットインターフェースを使用することにより、UEのソケットイ
ンターフェースにページングメッセージを送信し、その結果、UEは、ネットワーク接続ス
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トレージ（network attached storage、NAS）モジュールにページングメッセージを転送
する。NASモジュールは、受信されたページングメッセージに基づいて、UEおよび3GPPネ
ットワーク側のサービス要求手順を開始し、すなわち、モビリティ管理ネットワーク要素
にサービス要求メッセージを送信するようにUEをトリガする。
【０１２６】
　ネットワーク内の2つのプログラムは、双方向通信接続を使用することによってデータ
交換を実施する。接続の一端はソケットインターフェースと呼ばれる。2つのソケットイ
ンターフェース間の接続プロセスは、3つのステップ：ネットワーク側でのリッスン、UE
の要求、および接続の確認応答を含む場合がある。具体的には、本発明では、すなわち、
ネットワーク側での非3GPPアクセスゲートウェイのソケットインターフェースは、UEのソ
ケットインターフェースを突き止めないが、リアルタイムでネットワーク状態を監視する
ために、接続されるのを待っている状態にある。UEのソケットインターフェースは接続要
求を提供し、UEのソケットインターフェースが接続する必要がある対象は、ネットワーク
側での非3GPPアクセスゲートウェイのソケットインターフェースである。このために、UE
のソケットインターフェースが接続する必要がある非3GPPアクセスゲートウェイのソケッ
トインターフェースを、UEのソケットインターフェースのために最初に記載する必要があ
る。非3GPPアクセスゲートウェイのソケットアドレスおよびポート番号が指摘され、次い
で、UEが非3GPPアクセスゲートウェイに接続要求を送信する。ネットワーク側が接続要求
を検出または受信すると、すなわち、UEがUEの接続要求に応答し、新しいスレッドを確立
すると、UEは、非3GPPアクセスゲートウェイのダウンリンクデータ通知メッセージであり
、APN情報を搬送するダウンリンクデータ通知メッセージを直ちに受信することができる
。
【０１２７】
　さらに、本発明のこの実施形態では、ソケットインターフェースはUEおよび非3GPPアク
セスゲートウェイ上で作成される。モビリティ管理ネットワーク要素は、非3GPPアクセス
ゲートウェイのソケットインターフェースを使用することにより、UEのソケットインター
フェースにAPN情報を搬送するダウンリンクデータ通知メッセージを直ちに送信し、その
結果、UEは3GPPネットワーク側との接続を復元する。したがって、この解決策は多様性を
有し、解決策の実現可能性が高まる。
【０１２８】
　図2に対応する第6のオプション実施形態では、UEが3GPPネットワークとの接続を復元す
る別の解決策が提供される。具体的には、図6を参照すると、図6はUEが3GPPネットワーク
との接続を復元する別の概略フローチャートである。
【０１２９】
　UEは、3GPP側でのアタッチ手順および非3GPP側でのアタッチ手順を完了する。PGWは、
ダウンリンクデータパケットを受信し、データパケット内のデータフローに従って適切な
ベアラトンネルを選択し、さらに、SGWにダウンリンクデータパケットを送信する。SGWは
、PDNを使用することによりモビリティ管理ネットワーク要素にダウンリンクデータ通知
メッセージを送信する。ダウンリンクデータ通知メッセージはIMSIを含む場合がある。IM
SIは、UEの具体的な情報を特定するためのUEの識別子である。
【０１３０】
　加えて、特殊なソケット（socket）インターフェースがUEおよび非3GPPアクセスゲート
ウェイの両方で作成され、その結果、メッセージはソケットインターフェース間で直接転
送される場合がある。UEが非3GPPネットワークにアクセスしたとモビリティ管理ネットワ
ーク要素が判断すると、モビリティ管理ネットワーク要素は、非3GPPアクセスゲートウェ
イにページングメッセージを送信する。非3GPPアクセスゲートウェイは、データパケット
の形態で、UEのソケットインターフェースを使用することにより、UEにページングメッセ
ージを送信する。ページングメッセージを受信した後、UEはUE内のNASモジュールにペー
ジングメッセージを転送する。NASモジュールは、ページングメッセージに従って、3GPP
ネットワークとの通信接続を完了するために、対応する規格内のエアインターフェース接
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続の復元をUEが開始したと判断する。
【０１３１】
　ページングをトリガした後、モビリティ管理ネットワーク要素はページングタイマを開
始する。ページングタイマはページング時間を計算するように構成される。UEによって開
始されたサービス要求メッセージが、ページング時間が終了した後にまだ受信されていな
い場合、モビリティ管理ネットワーク要素は再びUEにページングする。サービス要求メッ
セージは、データ接続チャネルを使用することによってUEにデータを送信するように、モ
ビリティ管理ネットワーク要素に命令するために使用される。再びUEにページングする解
決策では、ページングメッセージは、UEの位置登録エリア内のすべての基地局に送信され
る場合がある。すなわち、従来技術の方法が使用されるか、または本発明のこの実施形態
における図2の対応するページング方式が使用される場合がある。このことは本明細書で
は限定されない。
【０１３２】
　場合によっては、前述の図2および図2に対応する第1から第7の対応する実施形態に基づ
いて、本発明のこの実施形態において提供されるページング方法の第8のオプション実施
形態では、モビリティ管理ネットワーク要素により、非3GPPネットワーク内のUEの位置情
報に従ってUEにページングするステップは、
　モビリティ管理ネットワーク要素により、基地局に第2のページングメッセージを送信
するステップであって、第2のページングメッセージが、非3GPPネットワーク内のUEの位
置情報を搬送し、非3GPPネットワーク内のUEの位置情報が、非3GPPネットワーク内のUEの
位置情報に従ってUEに第1のページングメッセージを送信するように決定するために、基
地局によって使用される、ステップ
　を含む場合がある。
【０１３３】
　この実施形態では、モビリティ管理ネットワーク要素は、UEの登録エリア内の基地局に
第2のページングメッセージを送信する。第1のページングメッセージとは異なり、第2の
ページングメッセージは、非3GPPネットワーク内のUEの位置情報を搬送し、その結果、基
地局は、非3GPPネットワーク内のUEの位置情報に従ってUEに第1のページングメッセージ
を送信するように決定することができる。第1のページングメッセージは従来のページン
グメッセージであり、非3GPPネットワーク内のUEの位置情報を搬送しない。
【０１３４】
　モビリティ管理ネットワーク要素により、UEの登録エリア内の基地局に第2のページン
グページングを送信するステップの場合、従来技術が使用される場合がある。第2のペー
ジングを送信するために、対象基地局として、UEの登録エリア内の1つまたは複数の基地
局が選択される。非3GPPネットワーク内のUEの位置情報と基地局との間の対応関係が基地
局側で構成される。基地局は、非3GPPネットワーク内のUEの位置情報に従って、UEに第1
のページングメッセージを送信するように決定する。
【０１３５】
　次に、本発明のこの実施形態では、基地局と非3GPPネットワークの位置情報との間の関
係が構成される場合がある。この対応関係については、前述の実施形態における説明を参
照されたい。違いは、基地局では、基地局と非3GPPネットワークの位置情報との間の関係
のみが構成される場合があることである。UEが非3GPPネットワークを使用することによっ
てアクセスしたと判断されると、モビリティ管理ネットワーク要素は、対象基地局に第2
のページングメッセージを送信する。第2のページングメッセージ内には、対象UEの非3GP
Pネットワークの位置情報が存在する。対象基地局は、対象基地局の位置と対象UEの非3GP
Pネットワークの位置情報との間の構成された関係に従って、対象UEに第1のページングメ
ッセージを送信するべきかどうかを判定する。UEの非3GPPネットワークの位置情報が、UE
が現在基地局のページング範囲内にないことを表す場合、対象基地局は、UEに第1のペー
ジングメッセージを送信する必要がなく、それにより、エアインターフェースの使用効率
が改善される。
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【０１３６】
　前述の図2および図2に対応する第1から第8の実施形態は、すべてモビリティ管理ネット
ワーク要素の観点から記載されている。下記では、基地局の観点から本発明の実施形態が
記載される。
【０１３７】
　図7を参照すると、図7は、本発明の一実施形態による、別のページング方法の概略フロ
ーチャートである。ページング方法は以下のステップを含む場合がある。
【０１３８】
　201：モビリティ管理ネットワーク要素によって送信された第1のページングメッセージ
を受信し、第1のページングメッセージは非第3世代パートナーシッププロジェクト3GPPネ
ットワーク内のユーザ機器UEの位置情報を搬送する。
【０１３９】
　この実施形態では、基地局は、モビリティ管理ネットワーク要素によって送信された第
1のページングメッセージを受信する。第1のページングメッセージは、非3GPPネットワー
ク内のUEの位置情報を搬送する。UEと非3GPPネットワーク内のUEの位置情報との間の対応
関係は、基地局側で構成される場合がある。
【０１４０】
　202．基地局が、非3GPPネットワーク内のUEの位置情報に従って、UEがページングされ
る必要があると判断し、基地局がUEに第2のページングメッセージを送信する。
【０１４１】
　この実施形態では、基地局は、モビリティ管理ネットワーク要素によって送信された第
1のページングメッセージを受信し、第1のページングメッセージで搬送されたUEの非3GPP
ネットワークの位置情報に従って、UEにページングするべきかどうかを判定する。UEは、
非3GPPネットワーク内のUEの位置情報に従って、UEに対応する対象基地局を特定すること
ができる。UEにページングするように決定すると、基地局はUEに第2のページングメッセ
ージを送信する。第2のページングメッセージは非3GPPネットワーク内のUEの位置情報を
搬送しない。
【０１４２】
　本発明のこの実施形態では、基地局と非3GPPネットワーク内のUEの位置情報との間の関
係が構成される場合がある。対象UEが非3GPPネットワークを使用することによってアクセ
スしたと判断されると、モビリティ管理ネットワーク要素は、対象基地局に第1のページ
ングメッセージを送信する。第1のページングメッセージ内には、対象UEの非3GPPネット
ワークの位置情報が存在する。UEは、非3GPPネットワーク内のUEの位置情報に従って、UE
に対応する対象基地局を特定することができる。対象基地局は、非3GPPネットワーク内の
UEの位置情報を使用することにより、第2のページングメッセージを送信するべきかどう
かを判定する。非3GPPネットワーク内のUEの位置情報が、UEが現在基地局のページング範
囲内にないことを表す場合、UEにページングメッセージを送信する必要がなく、それによ
り、エアインターフェースの使用効率が改善される。
【０１４３】
　場合によっては、前述の図7に対応する実施形態に基づいて、本発明のこの実施形態に
おいて提供されるページング方法の第1のオプション実施形態では、基地局が、非3GPPネ
ットワーク内のUEの位置情報に従ってUEにページングするように決定するとき、基地局に
より、UEに第2のページングメッセージを送信するステップは、
　基地局により、第1のページングメッセージで搬送された非3GPPネットワーク内のUEの
位置情報に従って、ページング範囲を決定するステップと、
　基地局により、ページング範囲内で第2のページングメッセージを送信するステップと
　を含む場合がある。
【０１４４】
　この実施形態では、基地局は、モビリティ管理ネットワーク要素によって送信された第
1のページングメッセージに従って、ページングが実施される必要があるかどうかを判定
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する。基地局の位置および非3GPPネットワークの位置情報は、基地局側で事前構成される
場合がある。この場合、対象UEの非3GPPネットワークの位置情報が取得されると、対象UE
の非3GPPネットワークの位置情報が、対象基地局によって事前構成された対応関係内に存
在するかどうかが判定される。対象UEの非3GPPネットワークの位置情報が対応関係内に存
在する場合、対象基地局は対象UEに第2のページングメッセージを送信する。対象UEの非3
GPPネットワークの位置情報が基地局側で構成された対応関係内に存在しない場合、対象
基地局は対象UEにページングしない。
【０１４５】
　次に、本発明のこの実施形態では、基地局の位置と非3GPPネットワークの位置情報との
間の対応関係が基地局側で構成される。対象UEが非3GPPネットワークにアクセスすると、
対象UEの非3GPPネットワークの位置情報が取得され、対象UEの非3GPPネットワークの位置
情報が、対象基地局によって事前構成された対応関係内にあるかどうかが判定される。こ
の対応関係は、代替的にページング範囲と理解することができる。対象基地局は、ページ
ング範囲内のみの対象UEに第2のページングメッセージを送信することができる。このよ
うにして、ページング範囲を縮小することができ、それにより、エアインターフェースの
使用効率が改善される。
【０１４６】
　前述の図7は基地局の観点から記載されている。下記では、UEの観点から本発明の実施
形態が記載される。
【０１４７】
　図8を参照すると、図8は、本発明の一実施形態による、別のページング方法の概略フロ
ーチャートである。ページング方法は以下のステップを含む場合がある。
【０１４８】
　301．ユーザ機器UEが非3GPPアクセスゲートウェイによって送信された3GPPネットワー
クのアクセス識別子を受信し、3GPPネットワークのアクセス識別子は3GPPネットワークの
タイプを示すために使用される。
【０１４９】
　この実施形態では、downlink data notificationを受信した後、モビリティ管理ネット
ワーク要素は、非3GPPアクセスゲートウェイを使用することにより、UEに3GPPネットワー
クのアクセス識別子を送信することができ、3GPPネットワークのアクセス識別子は、3GPP
ネットワークのタイプを示すために使用される。UEは、3GPPネットワークのアクセス識別
子に従って、アクセスされた3GPPネットワークのタイプを特定することができる。
【０１５０】
　302：UEが基地局によって送信されたページングメッセージを受信する。
【０１５１】
　この実施形態では、UEは基地局によって送信されたページングメッセージを受信する。
基地局は、非3GPPネットワーク内のUEの位置情報に従ってモビリティ管理ネットワーク要
素によって決定された対象基地局であり得るか、または従来技術に従って選択された1つ
もしくは複数の基地局であり得る。UEによって受信されたページングメッセージは、非3G
PPネットワーク内のUEの位置情報を含まない。
【０１５２】
　303：UEがページングメッセージおよび3GPPネットワークのアクセス識別子に従って3GP
Pネットワークとの接続を確立する。
【０１５３】
　この実施形態では、UEは、3GPPネットワーク内でページングメッセージを受信し、3GPP
ネットワークとの接続を迅速に復元するために、3GPPネットワークのアクセス識別子に従
って、アクセスされる必要がある3GPPネットワークのタイプを特定する。
【０１５４】
　本発明のこの実施形態では、UEは、非3GPPアクセスゲートウェイによって送信された3G
PPネットワークのアクセス識別子および基地局によって送信されたページングメッセージ
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を受信する。UEは、ページングメッセージおよび3GPPネットワークのアクセス識別子に従
って、3GPPネットワークとの接続を確立することができる。このようにして、UEは、3GPP
ネットワークに迅速かつ正確に接続し、3GPPネットワークとの確立された接続に基づいて
ページングを実施することができる。
【０１５５】
　場合によっては、前述の図8に対応する実施形態に基づいて、本発明のこの実施形態に
おいて提供されるページング方法の第1のオプション実施形態では、ユーザ機器UEにより
、非3GPPアクセスゲートウェイによって送信された3GPPネットワークのアクセス識別子を
受信するステップであって、3GPPネットワークのアクセス識別子が3GPPネットワークのタ
イプを示すために使用される、ステップは、
　UEにより、非3GPPアクセスゲートウェイを使用することによりモビリティ管理ネットワ
ーク要素によって通知された無線アクセスタイプRATを受信するステップであって、RATが
3GPPネットワークのタイプを示すために使用される、ステップと、
　UEにより、RATに従って、そのタイプをアクセスされた3GPPネットワークのタイプとし
て特定するステップと
　を含む場合がある。
【０１５６】
　この実施形態では、3GPPネットワークのアクセス識別子はRATであり得る。具体的には
、downlink data notificationを受信した後、モビリティ管理ネットワーク要素は、非3G
PPアクセスゲートウェイにRATタイプを搬送するメッセージを送信することができる。非3
GPPアクセスゲートウェイは、再びUEにRATを通知する。モビリティ管理ネットワーク要素
によって送信されたRATを受信した後、UEは、RATに従って、RATの指示に対応する3GPPネ
ットワークを特定する。
【０１５７】
　モビリティ管理ネットワーク要素は、複数の方式で非3GPPネットワークにRATを送信す
ることに留意されたい。downlink data notificationがRATを搬送するために使用される
場合があるか、または、モビリティ管理ネットワーク要素と非3GPPアクセスゲートウェイ
との間の接続要求がRATを搬送するために使用される場合があるか、または、RATはさらに
、UEに送信されるページングメッセージに追加される場合がある。したがって、RATを送
信する方式は本明細書では限定されない。
【０１５８】
　非3GPPアクセスゲートウェイは、RATによって示されたエアインターフェース接続を復
元するようにUEに命令する。命令方式の場合、非3GPPアクセスゲートウェイがRATを搬送
するダウンリンクデータをUEに送信することができるか、または非3GPPアクセスゲートウ
ェイとUEとの間で送信される別のメッセージがRATを搬送する。
【０１５９】
　次に、本発明のこの実施形態では、モビリティ管理ネットワーク要素は、非3GPPアクセ
スゲートウェイを使用することにより制御プレーン上で、3GPPネットワーク側との接続を
復元するようにUEに命令して、UEが対象ネットワークを使用することによってデータを受
信することを可能にする。非3GPPネットワークは、データが3GPPネットワーク側から配信
されたことをUEに通知するために使用され、UEは、RATに従って対象ネットワークとの接
続を確立する。UEと3GPPネットワークとの間のページング接続は、過剰なネットワークリ
ソースを占有しないように、現状に応じて正確に確立することができる。その上、様々な
対象ネットワーク間で切換えが実施される場合があり、それにより、解決策の実現可能性
および柔軟性が増大する。
【０１６０】
　場合によっては、前述の図8に対応する実施形態に基づいて、本発明のこの実施形態に
おいて提供されるページング方法の第2のオプション実施形態では、ユーザ機器UEにより
、非3GPPアクセスゲートウェイによって送信された3GPPネットワークのアクセス識別子を
受信するステップであって、3GPPネットワークのアクセス識別子が3GPPネットワークのタ
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イプを示すために使用される、ステップは、
　UEにより、非3GPPアクセスゲートウェイを使用することによりモビリティ管理ネットワ
ーク要素によって送信されたアクセスポイント名称APN情報を受信するステップであって
、APN情報が3GPPネットワークのタイプを示すために使用される、ステップと、
　UEにより、APN情報に従って、そのタイプをアクセスされた3GPPネットワークのタイプ
として特定するステップと
　を含む場合がある。
【０１６１】
　この実施形態では、モビリティ管理ネットワーク要素がdownlink data notificationを
受信した後、モビリティ管理ネットワーク要素は、3GPPアクセスゲートウェイにAPNを搬
送するメッセージを送信することができる。具体的には、PGWはダウンリンクデータパケ
ットを受信し、フロー情報用の対応するフローテンプレートを構成し、それにより、ダウ
ンリンクデータパケットに対応するAPN情報が取得される。
【０１６２】
　実際の適用中、PGWは、モビリティ管理ネットワーク要素がAPN情報を取得することを可
能にするために、downlink data notificationに取得されたAPN情報を追加し、モビリテ
ィ管理ネットワーク要素にdownlink data notificationを送信するか、またはdownlink d
ata notificationはTEIDを搬送し、TEIDは、モビリティ管理ネットワーク要素とダウンリ
ンクデータが属するPDNとの間の接続を示すために使用され、それにより、PDNに対応する
APN情報が特定される。
【０１６３】
　モビリティ管理ネットワーク要素は複数の方式で非3GPPアクセスゲートウェイにAPN情
報を送信することに留意されたい。downlink data notificationがAPN情報を搬送するた
めに使用される場合があるか、または、モビリティ管理ネットワーク要素と非3GPPアクセ
スゲートウェイとの間の接続要求がAPN情報を搬送するために使用される場合があるか、
または、APN情報はさらに、UEに送信されるページングメッセージに追加される場合があ
る。したがって、APN情報を送信する方式は本明細書では限定されない。
【０１６４】
　非3GPPアクセスゲートウェイは、APN情報に従ってAPN情報に対応するPDN上でヌルパケ
ットまたは特殊なデータパケットを送信して、PDNを使用することによってデータが送信
されようとしていることをUEに通知し、その結果、UEはそこからデータパケットが送信さ
れたPDNを特定することができる。ヌルパケットまたは特殊なデータパケットを受信した
後、UEはすべての規格におけるPDN接続のうちの対応する接続を復元する。たとえば、UE
が3GPPネットワーク側でアイドル状態にあるとき、UEは、非3GPPネットワーク側で、PDN
接続上で送信されたヌルパケットまたは特殊なデータパケットを受信する。PDN接続も3GP
Pネットワークへのアクセスをサポートする場合、UEは、アクセスされた3GPPネットワー
クのタイプを特定するために、3GPP側でのエアインターフェース接続の復元を開始する。
【０１６５】
　次に、本発明のこの実施形態では、モビリティ管理ネットワーク要素は、非3GPPアクセ
スゲートウェイを使用することによりユーザプレーン上で、対象ネットワーク側との接続
を復元するようにUEに命令して、UEが対象ネットワークを使用することによってデータを
受信することを可能にする。非3GPPネットワークは、データが3GPPネットワーク側から配
信されたことをUEに通知するために使用される。UEは、APN情報に従って、アクセスされ
た3GPPネットワークのタイプを特定する。このようにして、UEは現状に応じて正確なデー
タ接続チャネルを確立し、それにより、ネットワークリソースが節約される。その上、デ
ータ伝送の効率が増大する場合がある。
【０１６６】
　場合によっては、前述の図8に対応する第2のオプション実施形態に基づいて、本発明の
この実施形態において提供されるページング方法の第3のオプション実施形態は、
　UEにより、ソケットsocketインターフェースを確立するステップ
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　をさらに含む場合がある。
【０１６７】
　UEにより、非3GPPアクセスゲートウェイを使用することによりモビリティ管理ネットワ
ーク要素によって送信されたアクセスポイント名称APN情報を受信するステップは、
　UEにより、ソケットインターフェースを使用することによって、ソケットインターフェ
ースを使用することにより非3GPPアクセスゲートウェイによって送信されたアクセスポイ
ント名称APN情報を受信するステップ
　を含む場合がある。
【０１６８】
　この実施形態では、モビリティ管理ネットワーク要素は、3GPPアクセスゲートウェイに
APN情報を搬送するページングメッセージまたはダウンリンクデータ通知メッセージを送
信する。非3GPPアクセスゲートウェイとUEの両方のために特殊なソケットインターフェー
スが作成される。非3GPPアクセスゲートウェイは、ソケットインターフェースを使用する
ことにより、UEのソケットインターフェースにAPN情報を搬送するページングメッセージ
を送信する。UEはNASモジュールにページングメッセージを転送する。NASモジュールは、
受信されたページングメッセージに基づいて、UEおよび3GPPネットワーク側のサービス要
求手順を開始し、すなわち、モビリティ管理ネットワーク要素にサービス要求メッセージ
を送信するようにUEをトリガする。
【０１６９】
　データパケット、通知メッセージなどはさらに、APN情報を搬送することができること
に留意されたい。本発明は、ページングメッセージがAPN情報を搬送することに限定され
ない。
【０１７０】
　ネットワーク内の2つのプログラムは、双方向通信接続を使用することによってデータ
交換を実施する。接続の一端はソケットインターフェースと呼ばれるか、またはソケット
インターフェースと呼ばれる場合がある。2つのソケットインターフェース間の接続プロ
セスは、3つのステップ：ネットワーク側でのリッスン、UEの要求、および接続の確認応
答を含む場合がある。具体的には、本発明では、すなわち、ネットワーク側での非3GPPア
クセスゲートウェイのソケットインターフェースは、UEのソケットインターフェースを突
き止めないが、リアルタイムでネットワーク状態を監視するために、接続されるのを待っ
ている状態にある。UEのソケットインターフェースは接続要求を提供し、UEのソケットイ
ンターフェースが接続する必要がある対象は、ネットワーク側での非3GPPアクセスゲート
ウェイのソケットインターフェースである。このために、UEのソケットインターフェース
が接続する必要がある非3GPPアクセスゲートウェイのソケットインターフェースを、UEの
ソケットインターフェースのために最初に記載する必要がある。非3GPPアクセスゲートウ
ェイのソケットアドレスおよびポート番号が指摘され、次いで、UEが非3GPPアクセスゲー
トウェイに接続要求を送信する。ネットワーク側が接続要求を検出または受信すると、す
なわち、UEがUEの接続要求に応答し、新しいスレッドを確立すると、UEは、非3GPPアクセ
スゲートウェイのページングメッセージを直ちに受信することができる。
【０１７１】
　次に、本発明のこの実施形態では、UEおよび非3GPPアクセスゲートウェイ上にソケット
インターフェースが作成され、モビリティ管理ネットワーク要素は、UEによる3GPPネット
ワーク側との通信の復元を完了するために、非3GPPアクセスゲートウェイのソケットイン
ターフェースを使用することにより、UEのソケットインターフェースにAPN情報を直接送
信する。したがって、この解決策は多様性を有し、解決策の実現可能性が高まる。
【０１７２】
　前述の図8および図8に対応する第1から第3の実施形態は、すべてUEの観点から記載され
ている。下記では、非3GPPアクセスゲートウェイの観点から本発明の実施形態が記載され
る。
【０１７３】
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　図9を参照すると、図9は、本発明の一実施形態による、別のページング方法の概略フロ
ーチャートである。ページング方法は以下のステップを含む場合がある。
【０１７４】
　401．非第3世代パートナーシッププロジェクト3GPPアクセスゲートウェイが、モビリテ
ィ管理ネットワーク要素によって送信された3GPPネットワークのアクセス識別子を受信し
、ネットワークのアクセス識別子は3GPPネットワークのタイプを示すために使用される。
【０１７５】
　この実施形態では、downlink data notificationを受信した後、モビリティ管理ネット
ワーク要素は、非3GPPアクセスゲートウェイに3GPPネットワークのアクセス識別子を送信
することができる。ネットワークのアクセス識別子は3GPPネットワークのタイプを示すた
めに使用される。
【０１７６】
　402．非3GPPアクセスゲートウェイがUEに3GPPネットワークのアクセス識別子を送信し
、その結果、UEはそのタイプをアクセスされた3GPPネットワークのタイプとして特定する
。
【０１７７】
　この実施形態では、非3GPPアクセスゲートウェイは、UEに3GPPネットワークの受信され
たアクセス識別子を送信する。UEは、3GPPネットワークのアクセス識別子に従って、アク
セスされた3GPPネットワークのタイプを特定することができる。
【０１７８】
　本発明のこの実施形態では、UEが3GPPネットワークにアクセスする方式が記載される。
UEは、非3GPPアクセスゲートウェイによって送信された3GPPネットワークのアクセス識別
子を受信することができる。アクセス識別子は、3GPPネットワークに対応するタイプを特
定するために使用される。このようにして、UEは3GPPネットワークに迅速かつ正確に接続
することができる。
【０１７９】
　場合によっては、前述の図9に対応する実施形態に基づいて、本発明のこの実施形態に
おいて提供されるページング方法の第1のオプション実施形態では、非第3世代パートナー
シッププロジェクト3GPPアクセスゲートウェイにより、モビリティ管理ネットワーク要素
によって送信された3GPPネットワークのアクセス識別子を受信するステップは、
　非3GPPアクセスゲートウェイにより、モビリティ管理ネットワーク要素によって送信さ
れた無線アクセスタイプRATを受信するステップであって、RATが3GPPネットワークのタイ
プを示すために使用される、ステップ
　を含む場合がある。
【０１８０】
　非3GPPアクセスゲートウェイにより、UEに3GPPネットワークのアクセス識別子を送信す
るステップは、
　非3GPPアクセスゲートウェイにより、UEにRATを送信するステップ
　を含む場合がある。
【０１８１】
　この実施形態では、downlink data notificationを受信した後、モビリティ管理ネット
ワーク要素は、非3GPPアクセスゲートウェイにRATを搬送するメッセージを送信すること
ができる。非3GPPアクセスゲートウェイは、再びUEにRATを通知し、その結果、RATを受信
した後、UEは、対応する命令の下でエアインターフェース接続の復元を開始して、3GPPネ
ットワークとのデータ接続チャネルを確立するプロセスを完了する。RATは、3GPPネット
ワークのアクセス識別子のうちの1つの具体的な識別子として理解することができる。
【０１８２】
　モビリティ管理ネットワーク要素は、複数の方式で非3GPPネットワークにRATを送信す
ることに留意されたい。downlink data notificationがRATを搬送するために使用される
場合があるか、または、モビリティ管理ネットワーク要素と非3GPPアクセスゲートウェイ
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との間の接続要求がRATを搬送するために使用される場合があるか、または、RATはさらに
、UEに送信されるページングメッセージに追加される場合がある。したがって、RATを送
信する方式は本明細書では限定されない。
【０１８３】
　非3GPPアクセスゲートウェイは、RATによって示されたエアインターフェース接続を復
元するようにUEに命令する。命令方式の場合、非3GPPアクセスゲートウェイがRATを搬送
するダウンリンクデータをUEに送信することができるか、または非3GPPアクセスゲートウ
ェイとUEとの間で送信される別のメッセージがRATを搬送する。
【０１８４】
　次に、本発明のこの実施形態では、モビリティ管理ネットワーク要素は、非3GPPアクセ
スゲートウェイを使用することにより制御プレーン上で、3GPPネットワーク側との接続を
復元するようにUEに命令して、UEが対象ネットワークを使用することによってデータを受
信することを可能にする。非3GPPネットワークは、データが3GPPネットワーク側から配信
されたことをUEに通知するために使用される。UEは、過剰なネットワークリソースを占有
しないように、現状に応じて3GPPネットワークとのページング接続を正確に確立すること
ができる。その上、様々な対象ネットワーク間で切換えが実施される場合があり、それに
より、解決策の実現可能性および柔軟性が増大する。
【０１８５】
　場合によっては、前述の図9に対応する実施形態に基づいて、本発明のこの実施形態に
おいて提供されるページング方法の第2のオプション実施形態では、非第3世代パートナー
シッププロジェクト3GPPアクセスゲートウェイにより、モビリティ管理ネットワーク要素
によって送信された3GPPネットワークのアクセス識別子を受信するステップは、
　非3GPPアクセスゲートウェイにより、モビリティ管理ネットワーク要素によって送信さ
れたアクセスポイント名称APN情報を受信するステップであって、APN情報が3GPPネットワ
ークのタイプを示すために使用される、ステップ
　を含む場合がある。
【０１８６】
　非3GPPアクセスゲートウェイにより、UEに3GPPネットワークのアクセス識別子を送信す
るステップは、
　非3GPPアクセスゲートウェイにより、UEにAPN情報を送信するステップ
　を含む場合がある。
【０１８７】
　この実施形態では、downlink data notificationを受信した後、モビリティ管理ネット
ワーク要素は、3GPPアクセスゲートウェイにAPNを搬送するメッセージを送信することが
できる。具体的には、PGWはダウンリンクデータパケットを受信し、フロー情報用の対応
するフローテンプレートを構成し、それにより、ダウンリンクデータパケットに対応する
APN情報が取得される。
【０１８８】
　実際の適用中、PGWは、downlink data notificationに取得されたAPN情報を追加し、モ
ビリティ管理ネットワーク要素にdownlink data notificationを送信して、モビリティ管
理ネットワーク要素がAPN情報を取得することを可能にすることができる。代替として、d
ownlink data notificationはTEIDを搬送し、TEIDは、モビリティ管理ネットワーク要素
とダウンリンクデータが属するPDNとの間の接続を示すために使用され、それにより、PDN
に対応するAPN情報が特定される。
【０１８９】
　モビリティ管理ネットワーク要素は複数の方式で非3GPPアクセスゲートウェイにAPN情
報を送信することに留意されたい。downlink data notificationがAPN情報を搬送するた
めに使用される場合があるか、または、モビリティ管理ネットワーク要素と非3GPPアクセ
スゲートウェイとの間の接続要求がAPN情報を搬送するために使用される場合があるか、
または、APN情報はさらに、UEに送信されるページングメッセージに追加される場合があ
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る。したがって、APN情報を送信する方式は本明細書では限定されない。
【０１９０】
　非3GPPアクセスゲートウェイは、そこからデータが送信される具体的なPDNをUEが特定
することを可能にするために、APN情報に従ってAPN情報に対応するPDN上でヌルパケット
または特殊なデータパケットを送信して、PDNを使用することによってデータが送信され
ようとしていることをUEに通知する。ヌルパケットまたは特殊なデータパケットを受信し
た後、UEはすべての規格におけるPDN接続のうちの対応する接続を復元する。たとえば、U
Eが3GPPネットワーク側でアイドル状態にあるとき、UEは、非3GPPネットワーク側で、PDN
接続上で送信されたヌルパケットまたは特殊なデータパケットを受信する。PDN接続も3GP
Pネットワークへのアクセスをサポートする場合、UEは、3GPP側でのエアインターフェー
ス接続の復元を開始して、3GPPネットワークとの接続を完了する。
【０１９１】
　次に、本発明のこの実施形態では、モビリティ管理ネットワーク要素は、非3GPPアクセ
スゲートウェイを使用することによりユーザプレーン上で、対象ネットワーク側との接続
を復元するようにUEに命令して、UEが対象ネットワークを使用することによってデータを
受信することを可能にする。非3GPPネットワークは、データが3GPPネットワーク側から配
信されたことをUEに通知するために使用され、UEは、APN情報に従って3GPPネットワーク
との接続を確立する。このようにして、UEは現状に応じて正確なデータ接続チャネルを確
立し、それにより、ネットワークリソースが節約される。その上、データ伝送の効率が増
大する場合がある。
【０１９２】
　場合によっては、前述の図9に対応する第2のオプション実施形態に基づいて、本発明の
この実施形態において提供されるページング方法の第3のオプション実施形態は、
　非3GPPアクセスゲートウェイにより、ソケットsocketインターフェースを確立するステ
ップ
　をさらに含む場合がある。
【０１９３】
　非3GPPアクセスゲートウェイにより、UEにAPN情報を送信するステップは、
　非3GPPアクセスゲートウェイにより、ソケットインターフェースを使用することによっ
てUEのソケットインターフェースにAPN情報を送信するステップであって、APN情報が3GPP
ネットワークのタイプを示すために使用され、その結果、UEがそのタイプをアクセスされ
た3GPPネットワークのタイプとして特定する、ステップ
　を含む場合がある。
【０１９４】
　この実施形態では、モビリティ管理ネットワーク要素は、3GPPアクセスゲートウェイに
ページングメッセージを送信する。非3GPPアクセスゲートウェイとUEの両方のために特殊
なソケットインターフェースが作成される。非3GPPアクセスゲートウェイは、ソケットイ
ンターフェースを使用することにより、UEのソケットインターフェースにページングメッ
セージを送信し、その結果、UEはNASモジュールにページングメッセージを転送する。NAS
モジュールは、受信されたページングメッセージに基づいて、UEおよび3GPPネットワーク
側のサービス要求手順を開始し、すなわち、モビリティ管理ネットワーク要素にサービス
要求メッセージを送信するようにUEをトリガする。
【０１９５】
　次に、本発明のこの実施形態では、UEおよび非3GPPアクセスゲートウェイ上にソケット
インターフェースが作成され、モビリティ管理ネットワーク要素は、UEによる3GPPネット
ワーク側との通信の復元を完了するために、非3GPPアクセスゲートウェイのソケットイン
ターフェースを使用することにより、UEのソケットインターフェースにページングメッセ
ージを直接送信する。したがって、この解決策は多様性を有し、解決策の実現可能性が高
まる。
【０１９６】
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　前述の実施形態では、各実施形態の説明はそれぞれの焦点を有する。一実施形態におい
て詳細に記載されていない部分については、他の実施形態における関連説明を参照された
い。
【０１９７】
　本発明におけるモビリティ管理ネットワーク要素が詳細に下記に記載される。図10を参
照すると、本発明のこの実施形態におけるモビリティ管理ネットワーク要素500は、
　非第3世代パートナーシッププロジェクト3GPPネットワーク内のユーザ機器UEの位置情
報を取得するように構成された処理モジュール501であって、UEが非3GPPネットワークに
すでにアクセスしているUEである、処理モジュール501と、
　ダウンリンクデータ通知メッセージを受信するように構成された受信モジュール502で
あって、ダウンリンクデータ通知メッセージがUEの識別子を搬送する、受信モジュール50
2と
　を含む。
【０１９８】
　処理モジュール501は、非3GPPネットワーク内のUEの位置情報に従ってUEにページング
するようにさらに構成される、
【０１９９】
　この実施形態では、処理モジュール501は、ユーザ機器UEの非第3世代パートナーシップ
プロジェクト3GPPネットワークの位置情報を取得し、UEは非3GPPネットワークにすでにア
クセスしているUEである。受信モジュール502はダウンリンクデータ通知メッセージを受
信し、ダウンリンクデータ通知メッセージはUEの識別子を搬送する。処理モジュール501
はさらに、非3GPPネットワーク内のUEの位置情報に従ってUEにページングする。
【０２００】
　本発明のこの実施形態では、モビリティ管理ネットワーク要素は、非3GPPネットワーク
内のUEの位置情報を取得し、3GPPネットワーク内のUEにページングするとき、非3GPPネッ
トワーク内のUEの位置情報に従ってページング範囲を決定することができるが、UEの登録
エリア内のすべての基地局にページングメッセージを送信する必要がなく、その結果、ペ
ージングシグナリングが効率的に低減され、エアインターフェースリソースが節約される
。
【０２０１】
　場合によっては、前述の図10に対応する実施形態に基づいて、図11を参照すると、本発
明のこの実施形態によるモビリティ管理ネットワーク要素の別の実施形態では、モビリテ
ィ管理ネットワーク要素50は、送信モジュール503をさらに含む。
【０２０２】
　処理モジュール501は、具体的に、非3GPPネットワーク内のUEの位置情報に従って対象
基地局を決定し、対象基地局に第1のページングメッセージを送信するように送信モジュ
ール503を制御するように構成される。
【０２０３】
　次に、本発明のこの実施形態では、基地局と非3GPPネットワークの位置情報との間の関
係が、モビリティ管理ネットワーク要素上で構成される場合がある。モビリティ管理ネッ
トワーク要素は、非3GPPネットワーク内のUEの位置情報に従って、対象基地局を決定する
。対象基地局は、従来技術を使用することにより、UEに第1のページングメッセージを送
信することができる。このようにして、ページングメッセージは、UEの登録エリア内のす
べての基地局に送信される必要がない場合がある。一般に、ただ1つの対象基地局が存在
する。このようにして、選択される基地局の数が大幅に低減され、それにより、ページン
グシグナリングがさらに低減され、エアインターフェースリソースが節約される。
【０２０４】
　場合によっては、前述の図11に対応する実施形態に基づいて、本発明のこの実施形態に
よるモビリティ管理ネットワーク要素の別の実施形態では、
　処理モジュール501は、具体的に、対象基地局と非3GPPネットワーク内のUEの位置情報
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との間の対応関係に従って、対象基地局を決定するように構成される。
【０２０５】
　次に、本発明のこの実施形態では、基地局の位置と非3GPPネットワークの位置情報との
間の対応関係が、モビリティ管理ネットワーク要素上で構成される場合がある。非3GPPネ
ットワーク内のUEの位置情報が取得された後、対応関係に従って対象基地局がモビリティ
管理ネットワーク要素によって選択され、それにより、実際の適用中の解決策の実現可能
性および実施可能性が改善される。
【０２０６】
　場合によっては、前述の図11に対応する実施形態に基づいて、本発明のこの実施形態に
よるモビリティ管理ネットワーク要素の別の実施形態では、
【０２０７】
　処理モジュール501は、具体的に、非3GPPネットワーク内のUEの位置情報に従って、3GP
Pネットワーク内のUEの位置情報を決定し、基地局と3GPPネットワーク内のUEの位置情報
との間の対応関係に従って、対象基地局を決定するように構成される。
【０２０８】
　次に、本発明のこの実施形態では、3GPPネットワークの位置情報は、非3GPPネットワー
ク内のUEの位置情報を使用することによって決定され、3GPPネットワーク内のUEの位置情
報は、より正確に突き止められる場合がある。既存の解決策では、3GPPネットワークがア
イドル状態にあるUEにページングするために使用されるとき、取得されるページング範囲
は比較的大きく、複数の位置エリアが含まれる場合がある。各位置エリアは複数のセルか
ら形成される。したがって、この実施形態では、3GPPネットワーク内のUEの位置情報は、
ページング範囲を決定するために使用され、その結果、ページング範囲をさらに縮小する
ことができ、それにより、エアインターフェースリソースを節約するために、ページング
メッセージの送信が減らされる。
【０２０９】
　場合によっては、前述の図10または図11に対応する実施形態に基づいて、本発明のこの
実施形態によるモビリティ管理ネットワーク要素の別の実施形態では、
　送信モジュール503は、受信モジュール502がダウンリンクデータ通知メッセージを受信
した後、非3GPPアクセスゲートウェイを使用することによってUEに3GPPネットワークのア
クセス識別子を送信するようにさらに構成され、3GPPネットワークのアクセス識別子は、
アクセスされた3GPPネットワークのタイプをUEに示すために使用される。
【０２１０】
　次に、本発明のこの実施形態では、UEが3GPPネットワークにアクセスする方式が記載さ
れる。UEは、ネットワーク側によって送信された3GPPネットワークのアクセス識別子を受
信し、3GPPネットワークのアクセス識別子を使用することにより、対応する3GPPネットワ
ーク内でページングを受信するように決定することができる。このようにして、UEは3GPP
ネットワークに迅速かつ正確に接続することができる。
【０２１１】
　場合によっては、前述の図10または図11に対応する実施形態に基づいて、本発明のこの
実施形態によるモビリティ管理ネットワーク要素の別の実施形態では、
　3GPPネットワークのアクセス識別子は無線アクセス技術RATタイプを含む。
【０２１２】
　さらに、本発明のこの実施形態では、モビリティ管理ネットワーク要素は、非3GPPアク
セスゲートウェイを使用することにより制御プレーン上で、3GPPネットワーク側との接続
を復元するようにUEに命令して、UEが対象ネットワークを使用することによってデータを
受信することを可能にする。非3GPPネットワークは、データが3GPPネットワーク側から配
信されたことをUEに通知するために使用され、UEは、RATに従って対象ネットワークとの
接続を確立する。UEと3GPPネットワークとの間のページング接続は、過剰なネットワーク
リソースを占有しないように、現状に応じて正確に確立することができる。その上、様々
な対象ネットワーク間で切換えが実施される場合があり、それにより、解決策の実現可能
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性および柔軟性が増大する。
【０２１３】
　場合によっては、前述の図10または図11に対応する実施形態に基づいて、本発明のこの
実施形態によるモビリティ管理ネットワーク要素の別の実施形態では、
　3GPPネットワークのアクセス識別子はアクセスポイント名称APN情報である。
【０２１４】
　さらに、本発明のこの実施形態では、モビリティ管理ネットワーク要素は、非3GPPアク
セスゲートウェイを使用することによりユーザプレーン上で、3GPPネットワーク側との接
続を復元するようにUEに命令して、UEが3GPPネットワークを使用することによってデータ
を受信することを可能にする。非3GPPネットワークは、データが3GPPネットワーク側から
配信されたことをUEに通知するために使用され、UEは、APN情報に従って3GPPネットワー
クとの接続を確立する。このようにして、UEは現状に応じて正確なデータ接続チャネルを
確立し、それにより、ネットワークリソースが節約される。その上、データ伝送の効率が
増大する場合がある。
【０２１５】
　場合によっては、前述の図10または図11に対応する実施形態に基づいて、本発明のこの
実施形態によるモビリティ管理ネットワーク要素の別の実施形態では、
　送信モジュール503により、非3GPPアクセスゲートウェイを使用することによってUEに3
GPPネットワークのアクセス識別子を送信することは、送信モジュール503により、非3GPP
アクセスゲートウェイのソケットsocketインターフェースを使用することによってUEのソ
ケットインターフェースに、APN情報を搬送するダウンリンクデータ通知メッセージを送
信することを含む。
【０２１６】
　さらに、本発明のこの実施形態では、UEおよび非3GPPアクセスゲートウェイ上にソケッ
トインターフェースが作成され、モビリティ管理ネットワーク要素は、UEによる3GPPネッ
トワーク側との通信の復元を完了するために、非3GPPアクセスゲートウェイのソケットイ
ンターフェースを使用することにより、UEのソケットインターフェースにAPN情報を搬送
するダウンリンクデータ通知メッセージを直接送信する。したがって、この解決策は多様
性を有し、解決策の実現可能性が高まる。
【０２１７】
　場合によっては、前述の図10または図11に対応する実施形態に基づいて、本発明のこの
実施形態によるモビリティ管理ネットワーク要素の別の実施形態では、
　モビリティ管理ネットワーク要素は送信モジュール503をさらに含み、送信モジュール5
03は、具体的に、基地局に第2のページングメッセージを送信するように構成され、第2の
ページングメッセージは、非3GPPネットワーク内のUEの位置情報を搬送し、非3GPPネット
ワーク内のUEの位置情報は、非3GPPネットワーク内のUEの位置情報に従ってUEに第1のペ
ージングメッセージを送信するように決定するために、基地局によって使用される。
【０２１８】
　次に、本発明のこの実施形態では、基地局と非3GPPネットワークの位置情報との間の関
係が構成される場合がある。この対応関係については、前述の実施形態における説明を参
照されたい。違いは、基地局では、基地局と非3GPPネットワークの位置情報との間の関係
のみが構成される場合があることである。UEが非3GPPネットワークを使用することによっ
てアクセスしたと判断されると、モビリティ管理ネットワーク要素は、対象基地局に第2
のページングメッセージを送信する。第2のページングメッセージ内には、対象UEの非3GP
Pネットワークの位置情報が存在する。対象基地局は、対象基地局の位置と対象UEの非3GP
Pネットワークの位置情報との間の構成された関係に従って、対象UEに第1のページングメ
ッセージを送信するべきかどうかを判定する。非3GPPネットワーク内のUEの位置情報が、
UEが現在基地局のページング範囲内にないことを表す場合、第1のページングメッセージ
はUEに送信される必要がなく、それにより、エアインターフェースの使用効率が改善され
る。
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【０２１９】
　前述の実施形態は、すべてモビリティ管理ネットワーク要素の観点から記載されている
。下記では、基地局の観点から本発明の実施形態が記載される。
【０２２０】
　本発明における基地局が詳細に下記に記載される。図12を参照すると、本発明のこの実
施形態における基地局600は、
　モビリティ管理ネットワーク要素によって送信された第1のページングメッセージを受
信するように構成された受信モジュール601であって、第1のページングメッセージが、非
第3世代パートナーシッププロジェクト3GPPネットワーク内のユーザ機器UEの位置情報を
搬送する、受信モジュール601と、
　UEに第2のページングメッセージを送信するように構成された送信モジュール602と
　受信モジュール601が第1のページングメッセージを受信した後、非3GPPネットワーク内
のUEの位置情報に従って、UEにページングするように決定し、UEに第2のページングメッ
セージを送信するように送信モジュール602を制御するように構成された処理モジュール6
03と
　を含む。
【０２２１】
　この実施形態では、受信モジュール601は、モビリティ管理ネットワーク要素によって
送信された第1のページングメッセージを受信し、第1のページングメッセージは、ユーザ
機器UEの非第3世代パートナーシッププロジェクト3GPPネットワークの位置情報を搬送す
る。受信モジュール601が第1のページングメッセージを受信した後、処理モジュール603
が、非3GPPネットワーク内のUEの位置情報に従ってUEにページングするように決定すると
き、送信モジュール602は、UEに第2のページングメッセージを送信するように制御される
。送信モジュール602は、UEに第2のページングメッセージを送信するように構成される。
【０２２２】
　本発明のこの実施形態では、基地局と非3GPPネットワーク内のUEの位置情報との間の関
係が構成される場合がある。対象UEが非3GPPネットワークを使用することによってアクセ
スしたと判断されると、モビリティ管理ネットワーク要素は、対象基地局に第1のページ
ングメッセージを送信する。第1のページングメッセージ内には、対象UEの非3GPPネット
ワークの位置情報が存在する。UEは、非3GPPネットワーク内のUEの位置情報に従って、UE
に対応する対象基地局を特定することができる。対象基地局は、非3GPPネットワーク内の
UEの位置情報を使用することにより、第2のページングメッセージを送信するべきかどう
かを判定する。非3GPPネットワーク内のUEの位置情報が、UEが現在基地局のページング範
囲内にないことを表す場合、ページングメッセージはUEに送信される必要がなく、それに
より、エアインターフェースの使用効率が改善される。
【０２２３】
　場合によっては、前述の図12に対応する実施形態に基づいて、本発明のこの実施形態に
よる基地局の別の実施形態では、
　処理モジュール603は、具体的に、受信モジュール601によって受信された第1のページ
ングメッセージで搬送された非3GPPネットワーク内のUEの位置情報に従ってページング範
囲を決定し、ページング範囲内のUEに第2のページングメッセージを送信するように送信
モジュール602を制御するように構成される。
【０２２４】
　次に、本発明のこの実施形態では、基地局の位置と非3GPPネットワークの位置情報との
間の対応関係が、基地局側で構成される。対象UEが非3GPPネットワークにアクセスすると
、対象UEの非3GPPネットワークの位置情報が取得され、対象UEの非3GPPネットワークの位
置情報が、対象基地局によって事前構成された対応関係内にあるかどうかが判定される。
この対応関係は、代替的にページング範囲と理解することができる。対象基地局は、ペー
ジング範囲内のみの対象UEに第2のページングメッセージを送信することができる。この
ようにして、ページング範囲を縮小することができ、それにより、エアインターフェース
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の使用効率が改善される。
【０２２５】
　図13は、本発明の一実施形態による、モビリティ管理ネットワーク要素70の概略構造図
である。モビリティ管理ネットワーク要素70は、入力デバイス710と、出力デバイス720と
、プロセッサ730と、メモリ740とを含む場合がある。本発明のこの実施形態における出力
デバイスは、ディスプレイデバイスであり得る。
【０２２６】
　メモリ740は、読取り専用メモリおよびランダムアクセスメモリを含み、プロセッサ730
に命令およびデータを供給することができる。メモリ740の一部は、不揮発性ランダムア
クセスメモリ（Non-Volatile Random Access Memory、NVRAM）をさらに含む場合がある。
【０２２７】
　メモリ740は、以下の要素：実行可能モジュールもしくはデータ構造、またはそれらの
サブセット、またはそれらの拡張セットと、
　様々な動作命令を含み、様々な動作を実施するために使用される動作命令と、
　様々なシステムプログラムを含み、様々な基本サービスを実施し、ハードウェアベース
のタスクを処理するために使用されるオペレーティングシステムと
　を記憶する。
【０２２８】
　本発明のこの実施形態では、プロセッサ730は、
　非第3世代パートナーシッププロジェクト3GPPネットワーク内のユーザ機器UEの位置情
報を取得することであって、UEが非3GPPネットワークにすでにアクセスしているUEである
、取得することと、
　非3GPPネットワーク内のUEの位置情報に従ってUEにページングすることと
　を行うように構成される。
【０２２９】
　場合によっては、プロセッサ730は、具体的に、
　非3GPPネットワーク内のUEの位置情報に従って対象基地局を決定し、対象基地局を使用
することにより、UEに第1のページングメッセージを送信するように構成される。
【０２３０】
　場合によっては、プロセッサ730は、具体的に、
　対象基地局と非3GPPネットワーク内のUEの位置情報との間の対応関係に従って、対象基
地局を決定することと、
　非3GPPネットワーク内のUEの位置情報に従って、3GPPネットワーク内のUEの位置情報を
決定することと、
　基地局と3GPPネットワーク内のUEの位置情報との間の事前構成された対応関係に従って
、対象基地局を決定することと
　を行うように構成される。
【０２３１】
　場合によっては、プロセッサ730は、具体的に、
　ダウンリンク通知メッセージからアクセスポイント名称APN情報を取得するように構成
される。
【０２３２】
　本発明のこの実施形態では、入力デバイス710は、
　ダウンリンクデータ通知メッセージを受信することであって、ダウンリンクデータ通知
メッセージがUEの識別子を搬送する、受信すること
　を行うように構成される。
【０２３３】
　本発明のこの実施形態では、出力デバイス720は、
　UEがそのタイプをアクセスされた3GPPネットワークのタイプとして特定することを可能
にするために、非3GPPアクセスゲートウェイを使用することにより、UEに3GPPネットワー
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クのアクセス識別子を送信することであって、3GPPネットワークのアクセス識別子が、3G
PPネットワークのタイプを示すために使用される、送信すること
　を行うように構成される。
【０２３４】
　場合によっては、出力デバイス720は、具体的に、
　UEがそのタイプをアクセスされた3GPPネットワークのタイプとして特定することを可能
にするために、非3GPPアクセスゲートウェイを使用することにより、無線アクセスタイプ
RATをUEに通知することであって、RATが3GPPネットワークのタイプを示すために使用され
る、通知すること
　を行うように構成される。
【０２３５】
　場合によっては、出力デバイス720は、具体的に、
　UEがそのタイプをアクセスされた3GPPネットワークのタイプとして特定することを可能
にするために、非3GPPアクセスゲートウェイを使用することにより、APN情報を搬送する
ダウンリンクデータ通知メッセージをUEに送信することであって、APN情報が3GPPネット
ワークのタイプを示すために使用される、送信すること
　を行うように構成される。
【０２３６】
　場合によっては、出力デバイス720は、具体的に、
　非3GPPアクセスゲートウェイのソケットsocketインターフェースを使用することにより
、UEのソケットインターフェースにAPN情報を搬送するダウンリンクデータ通知メッセー
ジを送信するように構成される。
【０２３７】
　場合によっては、出力デバイス720は、具体的に、
　基地局に第2のページングメッセージを送信することであって、第2のページングメッセ
ージが非3GPPネットワーク内のUEの位置情報を搬送し、その結果、UEが非3GPPネットワー
ク内のUEの位置情報に従って対象基地局を決定する、送信することと、
　対象基地局を使用することによりUEに第1のページングメッセージを送信することと
　を行うように構成される。
【０２３８】
　プロセッサ730は、モビリティ管理ネットワーク要素70の動作を制御する。プロセッサ7
30はさらに、中央処理装置（central processing unit、CPU）と呼ばれる場合がある。メ
モリ740は、読取り専用メモリおよびランダムアクセスメモリを含み、プロセッサ730に命
令およびデータを供給することができる。メモリ740の一部はNVRAMをさらに含む場合があ
る。具体的な適用中、モビリティ管理ネットワーク要素70の構成要素は、バスシステム95
0を使用することによって一緒に結合される。バスシステム950は、データバスに加えて、
電源バス、制御バス、状態信号バスなどをさらに含む場合がある。しかしながら、説明を
明確にするために、図の中の様々なタイプのバスは、バスシステム750として示される。
【０２３９】
　本発明の前述の実施形態で開示された方法は、プロセッサ730に適用される場合がある
か、またはプロセッサ730によって実施される。プロセッサ730は、集積回路チップであり
、信号処理能力を有することができる。実施中、前述の方法の各ステップは、プロセッサ
730内のハードウェア集積論理回路またはソフトウェア形態の命令によって実施される場
合がある。プロセッサ730は、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ（digital signa
l processor、DSP）、特定用途向け集積回路（application specific integrated circui
t、ASIC）、フィールドプログラマブルゲートアレイ（field programmable gate array、
FPGA）もしくは別のプログラマブル論理デバイス、個別ゲートもしくはトランジスタ論理
デバイス、または個別ハードウェア構成要素であり得る。プロセッサは、本発明の実施形
態で開示された方法、ステップ、および論理ブロック図を実装または実施することができ
る。汎用プロセッサはマイクロプロセッサであり得るか、またはプロセッサはさらに、任
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意の従来のプロセッサなどであり得る。本発明の実施形態を参照して開示された方法のス
テップは、ハードウェア復号プロセッサを使用することによって直接実施および完了され
る場合があるか、または復号プロセッサ内のハードウェアモジュールとソフトウェアモジ
ュールの組合せを使用することによって実施および完了される場合がある。ソフトウェア
モジュールは、ランダムアクセスメモリ、フラッシュメモリ、読取り専用メモリ、プログ
ラマブル読取り専用メモリ、電気的消去可能プログラマブルメモリ、またはレジスタなど
の、当分野の成熟記憶媒体内に位置する場合がある。記憶媒体はメモリ740内に位置し、
プロセッサ730はメモリ740内の情報を読み取り、プロセッサのハードウェアと組み合わせ
て前述の方法におけるステップを完了する。
【０２４０】
　図13の関連説明を理解するために図2の方法部分内の関連説明および効果を参照された
く、ここではもはや詳述されない。
【０２４１】
　図14は、本発明の一実施形態による、基地局の概略構造図である。基地局800は、構成
または性能の違いの故に比較的大きい違いを有する場合があり、1つまたは複数のCPU822
（たとえば、1つまたは複数のプロセッサ）と、メモリ832と、アプリケーションプログラ
ム842またはデータ844を記憶する1つまたは複数の記憶媒体830（たとえば、1つまたは複
数の大容量ストレージデバイス）とを含む場合がある。メモリ832および記憶媒体830は、
一時的ストレージまたは永続的ストレージであり得る。記憶媒体830に記憶されるプログ
ラムは、1つまたは複数のモジュール（図示せず）を含む場合があり、各モジュールは、
サーバ内の一連の命令演算を含む場合がある。さらに、中央処理装置822は、記憶媒体830
と通信するように構成される場合があり、基地局800上で記憶媒体830内の一連の命令演算
を実行する。
【０２４２】
　基地局800は、1つもしくは複数の電源826、1つもしくは複数の有線もしくは無線のネッ
トワークインターフェース850、1つもしくは複数の入力／出力インターフェース858、な
らびに／または、1つもしくは複数のオペレーティングシステム841、たとえば、Windows 
Server（登録商標）、Mac OS X（登録商標）、Unix（登録商標）、Linux（登録商標）、
およびFreeBSD（登録商標）をさらに含む場合がある。
【０２４３】
　前述の実施形態において基地局によって実施されるステップは、図14の800によって示
された基地局の構造に基づく場合がある。
【０２４４】
　入力／出力装置858は、
　モビリティ管理ネットワーク要素によって送信された第1のページングメッセージを受
信することであって、第1のページングメッセージが、非第3世代パートナーシッププロジ
ェクト3GPPネットワーク内のユーザ機器UEの位置情報を搬送する、受信することと、
　基地局が、非3GPPネットワーク内のUEの位置情報に従ってUEにページングするように決
定すると、UEに第2のページングメッセージを送信することと
　を行うように構成される場合がある。
【０２４５】
　場合によっては、入力／出力装置858は、具体的に、
　ページング範囲内のUEに第2のページングメッセージを送信するようにさらに構成され
る場合がある。
【０２４６】
　中央処理装置822は、
　第1のページングメッセージで搬送された非3GPPネットワーク内のUEの位置情報に従っ
てページング範囲を決定するように構成される場合がある。
【０２４７】
　図15を参照すると、本発明の一実施形態は、モビリティ管理ネットワーク要素901およ
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び基地局902を含む、ページングシステムをさらに提供する。
【０２４８】
　モビリティ管理ネットワーク要素901は、非第3世代パートナーシッププロジェクト3GPP
ネットワーク内のユーザ機器UEの位置情報を取得することであって、UEが非3GPPネットワ
ークにすでにアクセスしているUEである、取得することと、ダウンリンクデータ通知メッ
セージを受信することであって、ダウンリンクデータ通知メッセージがUEの識別子を搬送
する、受信することと、非3GPPネットワーク内のUEの位置情報に従ってUEにページングす
ることとを行うように構成される。
【０２４９】
　基地局902は、モビリティ管理ネットワーク要素901によって送信された第1のページン
グメッセージを受信することであって、第1のページングメッセージが、ユーザ機器UEの
非第3世代パートナーシッププロジェクト3GPPネットワークの位置情報を搬送する、受信
することと、非3GPPネットワーク内のUEの位置情報に従って、UEがページングされる必要
があると判断し、UEに第2のページングメッセージを送信することとを行うように構成さ
れる。
【０２５０】
　本発明のこの実施形態では、モビリティ管理ネットワーク要素は、非3GPPネットワーク
内のUEの位置情報を取得し、3GPPネットワーク内のUEにページングするとき、非3GPPネッ
トワーク内のUEの位置情報に従ってページング範囲を決定することができるが、UEの登録
エリア内のすべての基地局にページングメッセージを送信する必要がなく、その結果、ペ
ージングシグナリングが効率的に低減され、エアインターフェースリソースが節約される
。
【０２５１】
　本出願において提供されたいくつかの実施形態では、開示されたシステム、装置、およ
び方法は他の方式で実装される場合があることを理解されたい。たとえば、記載された装
置実施形態は一例にすぎない。たとえば、ユニット分割は論理的な機能分割にすぎず、実
際の実装中は他の分割であり得る。たとえば、複数のユニットまたは構成要素は組み合わ
されるか、もしくは別のシステムに統合される場合があり、または、いくつかの特徴は無
視されるか、もしくは実施されない場合がある加えて、表示または説明された相互結合ま
たは直接結合または通信接続は、いくつかのインターフェースを使用することによって実
装される場合がある。装置間またはユニット間の間接結合または通信接続は、電気、機械
、または他の形態で実装される場合がある。
【０２５２】
　別個の部分として記載されたユニットは、物理的に分かれている場合も、分かれていな
い場合もあり、ユニットとして表示された部分は、物理ユニットである場合も、そうでな
い場合もあり、1つの位置に配置される場合があるか、または複数のネットワークユニッ
ト上に分散される場合がある。ユニットの一部またはすべては、実施形態の解決策の目的
を達成するために、実際の要件に応じて選択される場合がある。
【０２５３】
　加えて、本発明の実施形態における機能ユニットは1つの処理ユニットに統合される場
合があり、またはユニットの各々は物理的に単独で存在する場合があり、または2つ以上
のユニットは1つのユニットに統合される場合がある。統合ユニットは、ハードウェアの
形態で実装される場合があるか、またはソフトウェア機能ユニットの形態で実装される場
合がある。
【０２５４】
　統合ユニットがソフトウェア機能ユニットの形態で実装され、独立した製品として販売
または使用されるとき、統合ユニットはコンピュータ可読記憶媒体に記憶される場合があ
る。そのような理解に基づいて、本発明の技術的解決策は本質的に、または従来技術に寄
与する部分は、または技術的解決策のうちのすべてもしくは一部は、ソフトウェア製品の
形態で実装される場合がある。ソフトウェア製品は、記憶媒体に記憶され、本発明の実施
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形態に記載された方法のステップのすべてまたは一部を実施するように、（パーソナルコ
ンピュータ、サーバ、またはネットワークデバイスであり得る）コンピュータデバイスに
命令するためのいくつかの命令を含む。前述の記憶媒体には、USBフラッシュドライブ、
リムーバブルハードディスク、読取り専用メモリ（read-only memory、ROM）、ランダム
アクセスメモリ（random access memory、RAM）、磁気ディスク、または光ディスクなど
の、プログラムコードを記憶することができる任意の媒体が含まれる。
【０２５５】
　本発明において提供されるページング方法が上記に詳細に記載されている。本発明の原
理および実装形態が具体的な例を介して本明細書に記載されている。本発明の実施形態に
ついての説明は、本発明の実施形態の方法および核となる概念を理解することを助けるた
めに提供されるにすぎない。加えて、当業者は、本発明の概念に従って、具体的な実装形
態および適用範囲の観点から、本発明に対して変形および修正を行うことができる。した
がって、本明細書の内容は、本発明に対する制限として解釈されるべきではない。
【符号の説明】
【０２５６】
　70　モビリティ管理ネットワーク要素
　500　モビリティ管理ネットワーク要素
　501　処理モジュール
　502　受信モジュール
　503　送信モジュール
　600　基地局
　601　受信モジュール
　602　送信モジュール
　603　処理モジュール
　710　入力デバイス
　720　出力デバイス
　730　プロセッサ
　740　メモリ
　750　バスシステム
　800　基地局
　822　中央処理装置
　826　電源
　830　記憶媒体
　832　メモリ
　841　オペレーティングシステム
　842　アプリケーションプログラム
　844　データ
　850　有線または無線のネットワークインターフェース
　858　入力／出力インターフェース、入力／出力装置
　901　モビリティ管理ネットワーク要素
　902　基地局
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